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令和６年第２回南知多町議会定例会（初日） 議事日程 

                      日  時 令和６年３月５日 

                           午前９時３０分 

                      場  所 南知多町議場 

日 程 第 １
会議録署名議員の指名 

   番       番 

日 程 第 ２
会期の決定 

 ３月５日～ 月  日   日間 

日 程 第 ３
町長施政方針・諸般報告並びに提出案件の

概要説明 

日 程 第 ４ 議案 第５ 号
新たに土地が生じたことの確認について

（大字内海） 
即   決 

日 程 第 ５ 議案 第６ 号
新たに土地が生じたことの確認に伴う字

の区域の変更について（大字内海） 
即   決

日 程 第 ６ 議案 第７ 号

財産の購入について（小学校教師用教科

書、指導書及び指導用デジタル教科書 903

冊） 

即   決

日 程 第 ７ 議案 第８ 号 町道路線の認定について 
委員会付託 

(総務建設)

日 程 第 ８ 議案 第９ 号 辺地総合整備計画の変更について 
委員会付託 

(総務建設)

日 程 第 ９ 議案第 10 号
南知多町師崎港観光センター周辺整備運

営事業基金条例の制定について 

委員会付託 

(総務建設)

日程第 10 議案第 11 号

南知多町師崎港駐車場事業基金条例及び

南知多町師崎港駐車場事業特別会計設置

に関する条例を廃止する条例について 

委員会付託 

(総務建設)
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日程第 11 議案第 12 号

南知多町師崎港駐車場の設置及び管理に

関する条例の一部を改正する条例につい

て 

委員会付託 

(総務建設) 

日程第 12 議案第 13 号
南知多町漁港管理条例等の一部を改正す

る条例について 

委員会付託 

(総務建設) 

日程第 13 議案第 14 号

南知多町内海港海岸環境整備施設の設置

及び管理に関する条例の一部を改正する

条例について 

委員会付託 

(総務建設) 

日程第 14 議案第 15 号
公の施設の指定管理者の指定について 

（内海海岸東浜小桝緑地） 

委員会付託 

(総務建設) 

日程第 15 議案第 16 号

南知多町水道事業の設置等に関する条例

及び南知多町漁業集落排水事業の設置等

に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

委員会付託 

(総務建設) 

日程第 16 議案第 17 号

南知多町水道事業給水条例及び南知多町

水道事業の布設工事監督者及び水道技術

管理者に関する条例の一部を改正する条

例について 

委員会付託 

(総務建設) 

日程第 17 議案第 18 号

南知多町議会の議員の議員報酬、費用弁償

及び期末手当に関する条例の一部を改正

する条例について 

委員会付託 

(総務建設) 

日程第 18 議案第 19 号

南知多町特別職の職員で常勤のものの給

与及び旅費に関する条例の一部を改正す

る条例について 

委員会付託 

(総務建設) 

日程第 19 議案第 20 号

南知多町会計年度任用職員の給与及び費

用弁償に関する条例の一部を改正する条

例について 

委員会付託 

(総務建設) 

日程第 20 議案第 21 号
南知多町職員の育児休業等に関する条例

の一部を改正する条例について 

委員会付託 

(総務建設) 

日程第 21 議案第 22 号
南知多町消防団員等公務災害補償条例の

一部を改正する条例について 

委員会付託 

(総務建設) 
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日程第 22 議案第 23 号
南知多町国民健康保険税条例の一部を改

正する条例について 

委員会付託 

(文教厚生) 

日程第 23 議案第 24 号
南知多町介護保険条例の一部を改正する

条例について 

委員会付託 

(文教厚生) 

日程第 24 議案第 25 号
令和５年度南知多町一般会計補正予算（第

９号） 

委員会付託 

(文厚・総建) 

日程第 25 議案第 26 号
令和５年度南知多町国民健康保険特別会

計補正予算（第２号） 

委員会付託 

(文教厚生) 

日程第 26 議案第 27 号
令和５年度南知多町介護保険特別会計補

正予算（第３号） 

委員会付託 

(文教厚生) 

日程第 27 議案第 28 号
令和５年度南知多町師崎港駐車場事業特

別会計補正予算（第２号） 

委員会付託 

(総務建設) 

日程第 28 議案第 29 号
令和５年度南知多町水道事業会計補正予

算（第３号）

委員会付託 

(総務建設) 

日程第 29 議案第 30 号 令和６年度南知多町一般会計予算 
委員会付託 

(文厚・総建) 

日程第 30 議案第 31 号
令和６年度南知多町国民健康保険特別会

計予算

委員会付託 

(文教厚生) 

日程第 31 議案第 32 号
令和６年度南知多町後期高齢者医療特別

会計予算

委員会付託 

(文教厚生) 

日程第 32 議案第 33 号
令和６年度南知多町介護保険特別会計予

算 

委員会付託 

(文教厚生) 

日程第 33 議案第 34 号 令和６年度南知多町水道事業会計予算
委員会付託 

(総務建設) 
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日程第 34 議案第 35 号
令和６年度南知多町漁業集落排水事業会

計予算 

委員会付託 

(総務建設) 

日程第 35 請 願 第 1 号

「「マイナ保険証」の不安が除かれるま

で、紙の健康保険証の存続を求める意見

書」の採択を求める請願

委員会付託 

(文教厚生) 



議案第 ５号

   新たに土地が生じたことの確認について

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規定に基づき、本町の

区域内に下記の土地が新たに生じたことを確認する。

                令和 ６年 ３月 ５日提出

                      南知多町長 石 黒 和 彦

記

新たに生じた土地 新たに生じた土地の面積

大字内海字東郷６０番１地先
平方メートル

１７．４５

大字内海字東郷６０番３地先
平方メートル

１６．７７

大字内海字東郷６０番４地先
平方メートル

５４．２４

大字内海字浜岡部１９番２０地先
平方メートル

３２．７６



   新たに土地が生じたことの確認の理由

 この土地は、昭和２８年の１３号台風及び昭和３４年の伊勢湾台風により発生した

高潮により甚大な被害を受け、昭和３０年代に実施された災害復旧事業として緊急整

備された護岸の背後地に管理用道路を造成した際に生じたものである。この道路はそ

の後町道と認定し、現在に至っている。当時緊急で整備したため現在に至るまで土地

の登記がされていないが、道路区域外の土地の一部において、隣接する土地所有者が

自己所有地と一体的に利用している状況であり、現地調査及び測量を行った結果、新

たに土地が生じたことの確認をするものである。 



N

0m 50m 100m 150m 200m

1/2,500 南知多町
出力：令和５年１２月４日

位置図



凡   例 

      新たに生じた土地 121.22 ㎡ 字中浜

字西浜田

字東郷

字浜岡部

S=1/1,000

A 海岸空地

B 海岸空地

C 海岸空地

D 海岸空地

付近整理図



M119H

K1098

M137H

M97H

14. 634

11. 380

10. 405

15. 814

地 番

土地の所在

地 積 測 量 図

申請人 縮尺
1／作成者

（ 年 月 日作成）
縮尺

1／

求積表

地  番 1  A 海岸空地

NO Xn Yn Yn+1-Yn-1 Xn・ (Yn+1-Yn-1)

M119H 261. 880 228. 139 -1. 592 -416. 912960

K1098 255. 415 241. 268 23. 107 5901. 874405

M137H 249. 943 251. 246 1. 592 397. 909256

M97H 256. 103 242. 860 -23. 107 -5917. 772021

合  計 -34. 901320

合  計  面  積 17. 4506600

地  積 17. 45 ㎡

A 海岸空地

知多郡南知多町大字内海字東郷地先

令和

知多郡南知多町大字豊浜字長命寺１番地の３３
土地家屋調査士　森　公志 250

（ 単位＝ｍ）

筆界点 境界標の種類

木 杭

金属プレート

コンクリート杭

プラスチック杭

金 属 鋲

計 算 点

多 角 点

刻 印

知多郡南知多町　町長　石　黒　和　彦

65

60-1

60-2

60-5

A海岸
空地



M123H

K1097A

M96H
M115H

10. 611

3.
32
2

2. 750

7. 492

地 番

土地の所在

地 積 測 量 図

申請人 縮尺
1／作成者

（ 年 月 日作成）
縮尺

1／

B 海岸空地

知多郡南知多町大字内海字東郷地先

令和

知多郡南知多町大字豊浜字長命寺１番地の３３
土地家屋調査士　森　公志 250

求積表

地  番 1  B 海岸空地

NO Xn Yn Yn+1-Yn-1 Xn・ (Yn+1-Yn-1)

M123H 247. 993 254. 499 1. 444 358. 101892

K1097A 241. 714 263. 053 9. 737 2353. 569218

M96H 244. 818 264. 236 -1. 444 -353. 517192

M115H 245. 630 261. 609 -9. 737 -2391. 699310

合  計 -33. 545392

合  計  面  積 16. 7726960

地  積 16. 77 ㎡

（ 単位＝ｍ）

筆界点 境界標の種類

木 杭

金属プレート

コンクリート杭

プラスチック杭

金 属 鋲

計 算 点

多 角 点

刻 印

知多郡南知多町　町長　石　黒　和　彦

59 60-3

60-4

B海岸空地



K1097A

K1096B

M95H

M96H

11. 133

6.
94
9

10. 4843.
32
2

C 海岸空地

地 番

土地の所在

地 積 測 量 図

申請人 縮尺
1／作成者

（ 年 月 日作成）
縮尺

1／

C 海岸空地

知多郡南知多町大字内海字東郷地先

令和

知多郡南知多町大字豊浜字長命寺１番地の３３
土地家屋調査士　森　公志 250

求積表

地  番 1  C 海岸空地

NO Xn Yn Yn+1-Yn-1 Xn・ (Yn+1-Yn-1)

K1097A 241. 714 263. 053 7. 799 1885. 127486

K1096B 235. 136 272. 035 11. 199 2633. 288064

M95H 241. 722 274. 252 -7. 799 -1885. 189878

M96H 244. 818 264. 236 -11. 199 -2741. 716782

合  計 -108. 491110

合  計  面  積 54. 2455550

地  積 54. 24 ㎡

（ 単位＝ｍ）

筆界点 境界標の種類

木 杭

金属プレート

コンクリート杭

プラスチック杭

金 属 鋲

計 算 点

多 角 点

刻 印

19-20

17-4

字浜岡部

60-4

60-3

知多郡南知多町　町長　石　黒　和　彦



K1096B

KM1061

M95H

9. 850

13. 596

6.
94
9

D 海岸空地

地 番

土地の所在

地 積 測 量 図

申請人 縮尺
1／作成者

（ 年 月 日作成）
縮尺

1／

D 海岸空地

知多郡南知多町大字内海字浜岡部地先

令和

知多郡南知多町大字豊浜字長命寺１番地の３３
土地家屋調査士　森　公志 250

求積表

地  番 1  D 海岸空地

NO Xn Yn Yn+1-Yn-1 Xn・ (Yn+1-Yn-1)

K1096B 235. 136 272. 035 5. 813 1366. 845568

KM1061 229. 431 280. 065 2. 217 508. 648527

M95H 241. 722 274. 252 -8. 030 -1941. 027660

合  計 -65. 533565

合  計  面  積 32. 7667825

地  積 32. 76 ㎡

（ 単位＝ｍ）

筆界点 境界標の種類

木 杭

金属プレート

コンクリート杭

プラスチック杭

金 属 鋲

計 算 点

多 角 点

刻 印

字東郷

19-20

19-10

17-4

60-4

知多郡南知多町　町長　石　黒　和　彦



議案第 ６号

   新たに土地が生じたことの確認に伴う字の区域の変更について

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定に基づき、令和  

６年３月６日から、字の区域を下記のとおり変更するため、議会の議決を求める。

                令和 ６年 ３月 ５日提出

                      南知多町長 石 黒 和 彦

記

編入（設定）する区域

編入先の（設定）字名

新たに生じた土地 新たに生じた土地の面積

大字内海字東郷６０番１地先
平方メートル

１７．４５
字東郷

大字内海字東郷６０番３地先
平方メートル

１６．７７
字東郷

大字内海字東郷６０番４地先
平方メートル

５４．２４
字東郷

大字内海字浜岡部１９番２０

地先

平方メートル

３２．７６
字浜岡部



   字の区域の変更を必要とした理由

 昭和２８年の１３号台風及び昭和３４年の伊勢湾台風により発生した高潮により甚

大な被害を受け、昭和３０年代に実施された災害復旧事業として緊急整備された護岸

の背後地に管理用道路を造成した際に生じた未登記の土地について、現地調査及び測

量により、新たに土地が生じたことが確認されたことに伴い、字の区域を変更する必

要が生じたものである。 



N

0m 50m 100m 150m 200m

1/2,500 南知多町
出力：令和５年１２月４日

位置図



凡   例 

     字東郷に編入される区域 88.46 ㎡ 

     字浜岡部に編入される区域 32.76 ㎡ 

字中浜

字西浜田

字東郷

字浜岡部

S=1/1,000

字区域変更図



議案第７号

   財産の購入について

 下記のとおり財産を購入するものとする。

                令和 ６年 ３月 ５日提出

                      南知多町長 石 黒 和 彦

記

１ 財 産 の 種 類   小学校教師用教科書、指導書及び指導用デジタル教科書

９０３冊

２ 納 入 場 所   町内５小学校 

３ 契 約 金 額   金１３，８３９，０９２円

  （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金１，２５８，１００円）

４ 契約の相手方   半田市星崎町２－２０１－２ 朋雲堂ビル

南海堂書店 代表 宮地 立身

５ 契 約 の 方 法   随意契約



議案第７号 財産の購入の提案理由の説明

１ 提案の理由

小学校教師用教科書、指導書及び指導用デジタル教科書 903 冊を購入するため、

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 96 条第１項第８号の規定に基づき、議会の

議決が必要であるからである。

２ 財産の概要

(1) 物品名

小学校教師用教科書、指導書及び指導用デジタル教科書 903 冊

(2) 納入場所

町内５小学校

(3) 納入期限

令和６年３月 29 日まで

(4) 契約金額

金１３，８３９，０９２円

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金１，２５８，１００円）

(5) 契約の相手方

半田市星崎町２－201－２ 朋雲堂ビル

南海堂書店 代表 宮地 立身

(6) 契約の方法

随意契約



随 意 契 約 理 由 書 

工   事   名   小学校教師用教科書、指導書及び指導用デジタル教科書購入 

（委託又は物件購入） 

令和６年度の小学校の教科書改訂に伴い、小学校の教師用教科書、指導書及び指導用

デジタル教科書を購入する。教科書、指導書は取次供給所を通じてしか購入できない。

南知多町においては、愛知県教科書特約供給所と取次供給所の契約を結んでいる南海堂

書店以外では購入できない。また、指導用デジタル教科書は取次供給所でしか今年度内

の納品ができない。 

よって、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定に基づき下記業者と随

意契約を行うものである。 

記  

業 者 名 

  半田市星崎町２－２０１－２ 朋雲堂ビル 

  南海堂書店 代表 宮地 立身 



様式第９（その３）

物　　  　品　 　 　名
（　業　務　委　託　名　）

小学校教師用教科書、指導書及び指導用デジタル教科書購入

納　　入　　場　　所
（　委　託　場　所　）

町内５小学校

南海堂書店　代表　宮地立身 13,839,092 決定

課　名　　学校教育課
随 意 契 約 執 行 調 書

令和６年２月９日 執 行

見積者氏名 見積額



物 品 の 概 要 

物 品 名 概     要 数 量 備 考 

小学校教師用

教科書、指導書

及び指導用デ

ジタル教科書 

教科 国語 教科書、指導書、デジタル教科書 

  書写 教科書、指導書、デジタル教科書 

  社会 教科書、指導書 

  地図 教科書、指導書 

  算数 教科書、指導書、デジタル教科書 

  理科 教科書、指導書 

  生活 教科書、指導書、デジタル教科書 

  音楽 教科書、指導書、デジタル教科書 

  図画工作 教科書、指導書、デジタル教科書

  家庭 教科書、指導書、デジタル教科書 

  保健体育 教科書、指導書 

  英語 教科書、指導書 

  道徳 教科書、指導書 

903 冊 



議案第 ８号 

   町道路線の認定について 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり町

道路線の認定をしたいので、同条第２項の規定により、議会の議決を求める。 

                令和 ６年 ３月 ５日提出          

                      南知多町長 石 黒 和 彦   

認定路線 

整理

番号
路 線 名 

起      点 

延 長 

終      点 

1 町道 1626 号線 
南知多町大字内海字内田 80 番 3 地先から 

1,070.6 m
南知多町大字内海字牧之内 21 番 13 地先まで 

2 町道 2316 号線 
南知多町大字山海字北山 28 番 4 地先から 

274.4 m
南知多町大字山海字芋生 60 番 9 地先まで 

3 町道 2317 号線 
南知多町大字山海字芋生 60 番 12 地先から 

227.4 m
南知多町大字山海字芋生 107 番 45 地先まで 

4 町道 3437 号線 
南知多町大字豊浜字上大田面 71 番 5 地先から 

731.0 m
南知多町大字豊浜字中村 61 番 2 地先まで 



   議案第 ８号 町道路線の認定についての提案理由の説明 

提案の理由 

  町道について、路線の認定をするため、道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第８

条第２項の規定に基づき、議会の議決が必要であるからである。 









議案第 ９号

   辺地総合整備計画の変更について

 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和

３７年法律第８８号）第３条第８項において準用する同条第 1項の規定に基づき、篠

島辺地及び日間賀島辺地における総合整備計画を別紙のとおり変更するものとする。

                令和 ６年 ３月 ５日提出         

                      南知多町長 石 黒 和 彦   



- 1 - 

様式３ 

総 合 整 備 計 画 書 

                   愛知県  南知多町  篠島辺地 

                   （辺地の人口 1,551 人・面積 0.94  ）

１ 辺地の概況 

(1) 辺地を構成する町又は字の名称 

    愛知県知多郡南知多町篠島 

 (2) 地域の中心の位置 

    愛知県知多郡南知多町大字篠島字神戸 299 番 23  

 (3) 辺地度点数   143 点 

２ 公共的施設の整備を必要とする事情 

 昭和 32 年 12 月離島振興法の指定を受けて以来、学校校舎・教員宿舎・漁

港・海岸・診療所等の諸事業の推進を図り成果を上げつつあるが、離島とい

う地理的に不利な環境にあって、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条

件に隔たりが認められることから、これらの施設整備の拡充を図る。 



- 2 - 

３ 公共的施設の整備計画 

  令和元年度から令和 6 年度まで 6 年間 

（単位 千円） 

区分
事 業 費 

財 源 内 訳 一般財源のう
ち辺地対策事
業債の予定額施設名 事業主体  特定財源 一般財源 

電気通信

施設 
南知多町 

5,500 0 5,500 5,500

町道 南知多町 
41,295

11,295

0 41,295

11,295

38,000

8,000

渡船施設 南知多町 
62,632

444,171

20,361

9,000

42,271

435,171

33,700

426,600

漁港施設 南知多町 
14,900

13,100

0 14,900

13,100

12,000

10,200

消防施設 南知多町 
16,374

15,500

1,374

1,249

15,000

14,251

14,700

14,000

小中学校 南知多町 
11,340

80,340

0 11,340

80,340

8,100

77,100

学校給食

センター 
南知多町 

123,876

133,981

12,550 111,326

121,431

55,300

65,300

産業振興

施設 
南知多町 

18,849

23,615

5,183

7,000

13,666

16,615

10,400

13,300

合     計 
294,766

727,502

39,468

29,799

255,298

697,703

177,700

620,000



- 3 - 

様式３ 

総 合 整 備 計 画 書 

                   愛知県  南知多町  日間賀島辺地 

                   （辺地の人口 1,797 人・面積 0.77  ）

１ 辺地の概況 

 (1) 辺地を構成する町又は字の名称 

    愛知県知多郡南知多町日間賀島 

 (2) 地域の中心の位置 

    愛知県知多郡南知多町大字日間賀島字西浜 6 番  

 (3) 辺地度点数   134 点 

２ 公共的施設の整備を必要とする事情 

 昭和 32 年 12 月離島振興法の指定を受けて以来、学校校舎・教員宿舎・漁

港・海岸・診療所等の諸事業の推進を図り成果を上げつつあるが、離島とい

う地理的に不利な環境にあって、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条

件に隔たりが認められることから、これらの施設整備の拡充を図る。 



- 4 - 

３ 公共的施設の整備計画 

  令和元年度から令和 6 年度まで 6 年間 

（単位 千円） 

区分
事 業 費 

財 源 内 訳 一般財源のう
ち辺地対策事
業債の予定額施設名 事業主体  特定財源 一般財源 

電気通信

施設 
南知多町 

6,500 0 6,500 6,500

町道 南知多町 
44,089

14,089

606 43,483

13,483

41,200

11,200

渡船施設 南知多町 
156,172

595,199

83,374

65,605

72,798

529,594

62,700

519,500

漁港施設 南知多町 
63,962

62,746

25,160

31,545

38,802

31,201

38,700

31,100

消防施設 南知多町 
22,654

19,634

718 21,936

18,916

21,700

18,700

小中学校 南知多町 
10,219

6,219

2,750 7,469

3,469

7,400

3,400

教職員 

住宅 
南知多町 

1,683 0 1,683 1,600

学校給食

センター 
南知多町 

164,332

177,727

16,637 147,695

161,090

73,400

86,700

診療施設 南知多町 
2,629 0 2,629 2,600

下水処理

施設 
南知多町 

139,365

125,162

71,908

70,643

67,457

54,519

35,900

29,500

産業振興

施設 
南知多町 

42,918

38,869

1,337

2,657

41,581

36,212

32,800

27,500

合     計 
654,523

1,050,457

202,490

191,161

452,033

859,296

324,500

738,300



議案第 ９号 辺地総合整備計画の変更についての提案理由の説明

１ 提案の理由

  辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律

（昭和 37 年法律第 88 号）第３条第８項において準用する同条第 1 項の規定に

基づき、辺地総合整備計画を変更することについて、議会の議決が必要である

からである。

２ 計画の変更内容

  辺地総合整備計画において整備しようとする公共的施設の事業費及び辺地対

策事業債の予定額を減額する。

（単位：千円）

辺地名 事業費
財源内訳 一般財源のう

ち辺地対策事

業債の予定額特定財源 一般財源

篠 島 
294,766 

(727,502)

39,468 

(29,799)

 255,298 

(697,703)

177,700 

(620,000)

日間賀島 
654,523 

(1,050,457)

202,490 

(191,161)

452,033 

(859,296)

324,500 

(738,300)

合 計 
949,289 

(1,777,959)

241,958 

(220,960)

707,331 

(1,556,999)

502,200 

(1,358,300)

( )は変更前

３ 計画期間

  令和元年度から令和６年度



議案第１０号 

南知多町師崎港観光センター周辺整備運営事業基金条例の制定について 

南知多町師崎港観光センター周辺整備運営事業基金条例を別紙のとおり制定するも

のとする。 

令和 ６年 ３月 ５日提出          

南知多町長 石 黒 和 彦    



南知多町師崎港観光センター周辺整備運営事業基金条例 

（設置） 

第１条 師崎港観光センター周辺の円滑かつ効率的な施設整備及び管理運営を図るた

め、南知多町師崎港観光センター周辺整備運営事業基金（以下「基金」という。）

を設置する。 

（積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、南知多町一般会計歳入歳出予算で定める額とす

る。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によ

り保管しなければならない。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、南知多町一般会計歳入歳出予算に計上し、基

金に編入するものとする。 

（繰替運用） 

第５条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び

利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

（処分） 

第６条 基金は、第１条に規定する目的を達する場合に限り、これを処分することが

できる。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に

定める。 

附 則 



この条例は、公布の日から施行する。 



議案第１０号 南知多町師崎港観光センター周辺整備運営事業基金条例の制定

理由の説明 

１ 制定の理由 

  師崎港観光センター周辺の円滑かつ効率的な施設整備及び管理運営を目的とする

基金を設置するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第241条第１項の規定に

基づき、条例を制定する必要があるからである。 

２ 施行期日 

公布の日 



議案第１１号 

南知多町師崎港駐車場事業基金条例及び南知多町師崎港駐車場事業特別会計設

置に関する条例を廃止する条例について 

南知多町師崎港駐車場事業基金条例（平成１８年南知多町条例第３２号）及び南知

多町師崎港駐車場事業特別会計設置に関する条例（平成１６年南知多町条例第２号）

を廃止するものとする。 

令和 ６年 ３月 ５日提出          

南知多町長 石 黒 和 彦    



南知多町師崎港駐車場事業基金条例及び南知多町師崎港駐車場事業特別会計設

置に関する条例を廃止する条例 

次に掲げる条例は、廃止する。 

(１) 南知多町師崎港駐車場事業基金条例（平成18年南知多町条例第32号） 

(２) 南知多町師崎港駐車場事業特別会計設置に関する条例（平成16年南知多町条

例第２号） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年３月31日から施行する。 

（経過措置） 

２ 廃止前の南知多町師崎港駐車場事業特別会計設置に関する条例による南知多町

師崎港駐車場事業特別会計の令和５年度の歳入及び歳出並びに同年度の決算につ

いては、なお従前の例による。 



議案第１１号 南知多町師崎港駐車場事業基金条例及び南知多町師崎港駐車場

事業特別会計設置に関する条例を廃止する条例の提案理由の説明 

１ 廃止の理由 

  令和６年度から師崎港観光センター周辺整備運営事業に係る財源を一般会計とす

ることに伴い、師崎港駐車場事業基金及び師崎港駐車場事業特別会計を廃止するた

め、現行条例を廃止する必要があるからである。 

２ 施行期日 

令和６年３月31日 

３ 経過措置 

廃止前の南知多町師崎港駐車場事業特別会計設置に関する条例による南知多町師

崎港駐車場事業特別会計の令和５年度の歳入及び歳出並びに同年度の決算について

は、なお従前の例による。 



議案第１２号 

南知多町師崎港駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

南知多町師崎港駐車場の設置及び管理に関する条例（平成１６年南知多町条例第 

２４号）の一部を別紙のとおり改正するものとする。 

       令和 ６年 ３月 ５日提出 

             南知多町長 石 黒 和 彦 



南知多町師崎港駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

南知多町師崎港駐車場の設置及び管理に関する条例（平成16年南知多町条例第24

号）の一部を次のように改正する。 

別表第２普通駐車の項使用料の欄中「（入庫後50分まで無料）」を削る。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



議案第１２号 南知多町師崎港駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例の提案理由の説明 

１ 改正の理由 

  師崎港観光センター周辺整備運営事業の健全かつ円滑な運営を継続させるため、

師崎港駐車場使用料の一部を改定する必要が生じたことに伴い、現行条例の一部を

改正する必要があるからである。 

２ 改正の内容 

  南知多町師崎港駐車場の設置及び管理に関する条例別表第２普通駐車の項使用料

の欄中「（入庫後50分まで無料）」を削る。        （別表第２関係） 

３ 施行期日 

令和６年４月１日 



( 1/1 )

南知多町師崎港駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

別表第２（第５条関係） 別表第２（第５条関係） 

区分 使用料 

普通駐車 １時間につき 100円 

ただし、20時間を超え24時間までは2,000円とし、以後

24時間ごとに同じ扱いとする。 

（略） 

区分 使用料 

普通駐車 １時間につき 100円（入庫後50分まで無料） 

ただし、20時間を超え24時間までは2,000円とし、以後

24時間ごとに同じ扱いとする。 

（略） 



議案第１３号 

南知多町漁港管理条例等の一部を改正する条例について 

南知多町漁港管理条例（平成１０年南知多町条例第２号）等の一部を別紙のとおり

改正するものとする。 

       令和 ６年 ３月 ５日提出 

             南知多町長 石 黒 和 彦 



南知多町漁港管理条例等の一部を改正する条例 

次に掲げる条例の規定中「漁港漁場整備法」を「漁港及び漁場の整備等に関する法

律」に改める。 

(1) 南知多町漁港管理条例（平成10年南知多町条例第２号）第１条 

(2) 南知多町漁港占用料等徴収条例（平成12年南知多町条例第６号）第１条 

(3) 南知多町漁港漁場整備事業分担金徴収条例（昭和58年南知多町条例第１号）第１ 

 条 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



議案第13号 南知多町漁港管理条例等の一部を改正する条例の提案理由の説明 

１ 改正の理由 

  漁港漁場整備法（昭和25年法律第137号）の法律名が令和６年４月１日から「漁

港及び漁場の整備等に関する法律」に変更されることに伴い、関係条例の一部を改

正する必要があるからである。 

２ 改正の内容 

  引用する法律名の改正 

 (1) 南知多町漁港管理条例                 （第１条関係）  

 (2) 南知多町漁港占用料等徴収条例             （第１条関係）  

 (3) 南知多町漁港漁場整備事業分担金徴収条例        （第１条関係）  

３ 施行期日 

  令和６年４月１日 



( 1/1 )

南知多町漁港管理条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律（昭和25年法律第137

号。以下「法」という。）第26条の規定に基づき、町が管理する漁港（以下「漁

港」という。）の維持管理について、必要な事項を定めることを目的とする。 

第１条 この条例は、漁港漁場整備法（昭和25年法律第137号。以下「法」とい

う。）第26条の規定に基づき、町が管理する漁港（以下「漁港」という。）の維

持管理について、必要な事項を定めることを目的とする。 



( 1/1 )

南知多町漁港占用料等徴収条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律（昭和25年法律第137

号。以下「法」という。）第39条の５第１項及び第２項の規定による占用料及び

土砂採取料（以下「占用料等」という。）並びに過怠金の徴収に関し必要な事項

を定めるものとする。 

第１条 この条例は、漁港漁場整備法（昭和25年法律第137号。以下「法」とい

う。）第39条の５第１項及び第２項の規定による占用料及び土砂採取料（以下

「占用料等」という。）並びに過怠金の徴収に関し必要な事項を定めるものとす

る。 



( 1/1 )

南知多町漁港漁場整備事業分担金徴収条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、町が行う「漁港及び漁場の整備等に関する法律」（昭和25年

法律第137号）第４条第２号に規定する漁港漁場整備事業（優れた漁場として形

成されるべき相当規模の水面において行う魚礁の設置、水産動植物の増殖場及び

養殖場の造成その他水産動植物の増殖及び養殖を推進するための事業並びに漁場

としての効用の低下している水面におけるその効用を回復するためのたい積物の

除去その他漁場の保全のための事業）及び藻場再生モデル事業により利益を受け

る者から徴収する地方自治法（昭和22年法律第67号）第224条の規定に基づく分

担金に関し必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、町が行う「漁港漁場整備法」（昭和25年法律第137号）第４

条第２号に規定する漁港漁場整備事業（優れた漁場として形成されるべき相当規

模の水面において行う魚礁の設置、水産動植物の増殖場及び養殖場の造成その他

水産動植物の増殖及び養殖を推進するための事業並びに漁場としての効用の低下

している水面におけるその効用を回復するためのたい積物の除去その他漁場の保

全のための事業）及び藻場再生モデル事業により利益を受ける者から徴収する地

方自治法（昭和22年法律第67号）第224条の規定に基づく分担金に関し必要な事

項を定めるものとする。 



議案第１４号 

南知多町内海港海岸環境整備施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例について 

南知多町内海港海岸環境整備施設の設置及び管理に関する条例（平成１３年南知多

町条例第１９号）の一部を別紙のとおり改正するものとする。 

       令和 ６年 ３月 ５日提出 

             南知多町長 石 黒 和 彦 



南知多町内海港海岸環境整備施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例 

南知多町内海港海岸環境整備施設の設置及び管理に関する条例（平成13年南知多町

条例第19号）の一部を次のように改正する。 

題名中「内海港海岸環境整備施設」を「東浜小桝緑地」に改める。 

第１条中「内海港海岸環境整備施設」を「東浜小桝緑地」に改める。 

第２条中「海岸保全区域」の次に「内の南知多町大字内海字一色、小桝地内及びそ

の地先」を加え、「海岸環境整備施設」を「東浜小桝緑地」に改め、同条に次の１項

を加える。 

２ 東浜小桝緑地の利用を増進する施設として、次の施設を置く。 

(１) イベント広場 

(２) 土の広場（駐車場） 

(３) 芝生広場 

(４) 遊歩道 

(５) センターハウス 

(６) その他必要な施設 

第３条中「海岸環境整備施設」を「東浜小桝緑地」に、「海岸事業」を「海岸環境

整備事業」に改める。 

第４条を削る。 

第５条第１項及び第２項第１号から第３号までの規定中「海岸環境整備施設」を

「東浜小桝緑地」に改め、同条第４項中「第９条」を「第13条」に改め、同条を第４

条とし、同条の次に次の１条を加える。 

（利用日及び利用時間） 



第５条 土の広場（駐車場）及びセンターハウスのシャワーの利用日及び利用時間

（以下「利用日時」という。）は、規則で定めるところによる。 

２ 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を受けて、前項に規

定する利用日時を変更することができる。 

３ 指定管理者は、前項の規定により利用日時を変更したときは、その旨を公表しな

ければならない。 

第６条第１項中「海岸環境整備施設を利用しようとする者のうち、当該施設」を

「東浜小桝緑地」に、「、興行その他これに類する催しのために施設の全部又は一部

を独占的に利用しようとするものは」を「規則で定める施設を利用しようとする者又

は次に掲げる行為をしようとする者は、規則の定めるところにより」に改め、同項に

後段として次のように加える。 

許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。 

第６条第１項に次の各号を加える。 

(１) 物品販売、募金その他これに類する行為をすること。 

(２) 業として、写真、映画の撮影その他これに類する行為をすること。 

(３) 興行を行うこと。 

(４) 競技会、展示会、集会その他これに類する催しを行うこと。 

第６条第２項中「の利用」を「に規定する施設の利用及び行為」に改め、同項本文

中「施設」を「東浜小桝緑地」に改め、同項ただし書中「ただし、その場合に」を

「この場合において、」に改め、同条第３項を削り、同条第４項中「施設」を「東浜

小桝緑地の」に改め、同項を同条第３項とし、同条第５項を削り、同条第６項中「そ

の他」を削り、「当該施設」を「東浜小桝緑地」に改め、同項を同条第４項とする。 

第12条を第16条とする。 

第11条第１項中「は、海岸環境整備施設若しくは附帯する設備」を「が東浜小桝緑

地又は第２条第２項に規定する施設」に改め、同条第２項中「海岸環境整備施設若し



くは附帯する設備」を「東浜小桝緑地又は第２条第２項に規定する施設」に改め、同

条を第15条とする。 

第10条第１号中「施設」を「東浜小桝緑地」に改め、同条第３号中「第９条」を

「前条」に改め、「、」を削り、「又は利用」の次に「若しくは行為」を加え、「施

設」を「東浜小桝緑地」に改め、「利用し」の次に「、又は行為をし」を加え、同号

を同条第５号とし、同条第２号中「第８条」を「第12条」に、「施設」を「東浜小桝

緑地」に改め、同号を同条第４号とし、同条第１号の次に次の２号を加える。 

(２) 第７条第３項の規定により、許可に付せられた条件に違反して工作物等を設

置又は管理した者 

(３) 第８条の規定による町長の命令に違反した者 

第10条を第14条とする。 

第９条の見出し中「及び」を「又は」に改め、「利用」の次に「若しくは行為」を

加え、同条第１項中「利用の中止」を「利用若しくは行為の中止」に改め、同条第２

項中「海岸環境整備施設」を「東浜小桝緑地」に改め、「者」の次に「若しくは第６

条第１項に規定する行為をしている者」を加え、「利用の中止」を「利用若しくは行

為の中止」に改め、同条を第13条とする。 

第８条中「海岸環境整備施設」を「東浜小桝緑地」に改め、同条を第12条とする。 

第７条（見出しを除く。）を次のように改める。 

第７条 第２条第２項に規定する施設のうち別表第１に定めるものを利用しようとす

る者からは、同表に定める使用料を徴収する。 

２ 前項の規定により徴収した使用料は、還付しない。ただし、特別の理由があると

町長が認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。 

３ 町長は、特別の理由があると認める場合は、使用料を減免することができる。 

第７条を第10条とし、同条の次に次の１条を加える。 

（利用料金） 



第11条 町長は、第４条第１項の規定により、東浜小桝緑地の管理を指定管理者に行

わせる場合には、第２条第２項に規定する施設及び第７条第２項の規定により管理

する工作物等の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を当該指定管理者の

収入として収受させることができる。 

２ 公益上必要と認められる利用料金は、別表第１に規定する使用料の額とする。 

３ 指定管理者が東浜小桝緑地において行う自主事業の利用料金については、規則の

定めるところにより、その種類、対象、上限額、算定方法等を東浜小桝緑地の管理

に係る事業計画書に記載し、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。当

該利用料金を変更しようとする場合も同様とする。 

４ 第１項の規定により収受した利用料金は、還付しない。ただし、特別の理由があ

ると指定管理者が認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。 

５ 指定管理者は、特別の理由があると認める場合は、利用料金を減免することがで

きる。 

第６条の次に次の３条を加える。 

（工作物等の設置） 

第７条 町長は、東浜小桝緑地内において、指定管理者に工作物その他の物件又は施

設等（以下「工作物等」という。）を設置し、又は管理させることができる。 

２ 前項の規定により工作物等を設置し、又は管理しようとするときは、規則の定め

るところにより、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し

ようとするときも同様とする。 

３ 町長は、前項に規定する工作物等の設置又は管理が東浜小桝緑地の管理に支障を

及ぼさないと認める場合に限り許可を与えることができる。この場合において、当

該工作物等の管理上必要な条件を付することができる。 

４ 第２項の規定により工作物等を設置し、又は管理する期間は、５年を超えること

ができない。これを更新するときの期間についても同様とする。 



５ 第２項の許可を受けた者は、当該許可に係る期間が満了したとき又は次条の処分

を受けたときは、直ちに東浜小桝緑地を原状に回復しなければならない。ただし、

原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。 

６ 町長は、第２項の許可を受けた者に対して、前項の規定により原状に回復する場

合又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることが

できる。 

７ 指定管理者以外の者は、東浜小桝緑地内に工作物等を設置してはならない。ただ

し、公益上必要があると認められる場合は、この限りでない。 

（監督処分） 

第８条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、前条の規定による許可

を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止を命

じ、原状回復を命ずることができる。 

(１) 前条の規定による許可に付した条件に違反している者 

(２) 偽りその他不正な手段により、前条の規定による許可を受けた者 

２ 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定による許可

を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、及び同項に規定する必要な措置を命

ずることができる。 

(１) 東浜小桝緑地に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合 

(２) 東浜小桝緑地の保全又は利用に著しい支障が生じた場合 

（届出） 

第９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速や

かに、その旨を町長に届け出なければならない。 

(１) 第７条第２項の許可を受けた者が、工作物等の設置に関する工事を完了した

とき。 

(２) 前号に掲げる者が、工作物等の設置又は管理を廃止したとき。 



(３) 第１号に掲げる者が、第７条第５項の規定により原状に回復したとき。 

(４) 第７条第６項の規定により必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を

完了したとき。 

別表第１を次のように改める。 

別表第１（第10条第１項及び第11条第２項関係） 

施設 単位 
使用料の額

（円） 
備考 

土の広場

（ 駐 車

場） 

普通自動

車、軽自

動車及び

二輪車 

１台１時間 

300

最初の１時間未満の利用

は１時間とする。 

※１日の上限額を1,500円

とする。 

１台１日 
1,500 ５時間以上の利用の場合 

センター

ハウス 

シャワー １回 
200

附 則 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （南知多町使用料条例の一部改正） 

２ 南知多町使用料条例（平成15年南知多町条例第３号）の一部を次のように改正 

する。 

別表第３を次のように改める。 

別表第３ 削除 



議案第14号 南知多町内海港海岸環境整備施設の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例の提案理由の説明 

１ 改正の理由 

  指定管理者が南知多町内海港海岸環境整備施設の管理を行う場合の管理の基準等 

を整備するため、現行条例の一部を改正する必要があるからである。 

２ 改正の主な内容 

(1) 名称の改正 

   条例の題名及び本文中「内海港海岸環境整備施設」を「東浜小桝緑地」とする。 

 (2) 利用の制限に関する規定の改正             （第６条関係）  

   営利を目的とする施設利用を認めない規定を廃止し、許可が必要な施設の利用 

及び行為について定める。 

 (3) 工作物等の設置に関する規定の追加           （第７条関係）  

   町長は東浜小桝緑地内において、指定管理者に工作物等を設置し、又は管理さ 

せることができる。 

 (4) 利用料金に関する規定の追加              （第11条関係）  

   町長は、東浜小桝緑地の管理を指定管理者に行わせる場合には、施設の利用料 

金を指定管理者の収入として収受させることができる。 

３ 施行期日 

  令和６年４月１日 



( 1/7 )

南知多町内海港海岸環境整備施設の設置及び管理に関する条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

南知多町東浜小桝緑地の設置及び管理に関する条例 南知多町内海港海岸環境整備施設の設置及び管理に関する条例 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第１項の規

定に基づき、南知多町東浜小桝緑地の設置及び管理に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第１項の規

定に基づき、南知多町内海港海岸環境整備施設の設置及び管理に関し必要な事項

を定めるものとする。 

（設置） （設置） 

第２条 海岸利用者の利便を図るため、海岸法（昭和31年法律第101号）第３条の

規定に基づき指定され、同法第５条第３項の規定により南知多町が管理する海岸

保全区域内の南知多町大字内海字一色、小桝地内及びその地先に東浜小桝緑地を

設置する。 

第２条 海岸利用者の利便を図るため、海岸法（昭和31年法律第101号）第３条の

規定に基づき指定され、同法第５条第３項の規定により南知多町が管理する海岸

保全区域に海岸環境整備施設を設置する。 

２ 東浜小桝緑地の利用を増進する施設として、次の施設を置く。 ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(１) イベント広場 ＿＿ ＿＿＿＿＿＿

(２) 土の広場（駐車場） ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(３) 芝生広場 ＿＿ ＿＿＿＿

(４) 遊歩道 ＿＿ ＿＿＿

(５) センターハウス ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿

(６) その他必要な施設 ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿

（定義） （定義） 

第３条 この条例において「東浜小桝緑地」とは、南知多町が海岸環境整備事業に

より整備した施設をいう。 

第３条 この条例において「海岸環境整備施設」とは、南知多町が海岸事業により

整備した施設をいう。 

＿＿＿＿＿＿＿＿ （名称及び位置） 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第４条 前条の海岸環境整備施設の名称及び位置は、別表第１のとおりとする。 

（指定管理者の管理） （指定管理者の管理） 

第４条 町長は、東浜小桝緑地の管理を法人その他の団体であって南知多町公の施 第５条 町長は、海岸環境整備施設の管理を法人その他の団体であって南知多町公



( 2/7 )

新 旧 

設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成17年南知多町条例第17号）の

定めるところにより、町長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行

わせることができる。 

の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成17年南知多町条例第17

号）の定めるところにより、町長が指定するもの（以下「指定管理者」とい

う。）に行わせることができる。 

２ 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業

務は、次に掲げる業務とする。 

２ 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業

務は、次に掲げる業務とする。 

(１) 東浜小桝緑地の維持管理に関すること。 (１) 海岸環境整備施設の維持管理に関すること。 

(２) 東浜小桝緑地の利用促進に関する事業の計画及び実施に関すること。 (２) 海岸環境整備施設の利用促進に関する事業の計画及び実施に関すること。 

(３) 東浜小桝緑地の利用の許可その他利用に関すること。 (３) 海岸環境整備施設の利用の許可その他利用に関すること。 

(４) （略） (４) （略） 

３ （略） ３ （略） 

４ 第１項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第６条及び

第13条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。 

４ 第１項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第６条及び

第９条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。 

（利用日及び利用時間） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第５条 土の広場（駐車場）及びセンターハウスのシャワーの利用日及び利用時間

（以下「利用日時」という。）は、規則で定めるところによる。 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２ 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を受けて、前項に

規定する利用日時を変更することができる。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３ 指定管理者は、前項の規定により利用日時を変更したときは、その旨を公表し

なければならない。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（利用の制限） （利用の制限） 

第６条 東浜小桝緑地において規則で定める施設を利用しようとする者又は次に掲

げる行為をしようとする者は、規則の定めるところにより、あらかじめ町長の許

可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様と

する。 

第６条 海岸環境整備施設を利用しようとする者のうち、当該施設において、興行

その他これに類する催しのために施設の全部又は一部を独占的に利用しようとす

るものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。 

(１) 物品販売、募金その他これに類する行為をすること。 ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(２) 業として、写真、映画の撮影その他これに類する行為をすること。 ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(３) 興行を行うこと。 ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿

(４) 競技会、展示会、集会その他これに類する催しを行うこと。 ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿



( 3/7 )

新 旧 

２ 町長は、前項に規定する施設の利用及び行為が東浜小桝緑地の管理に支障を及

ぼさないと認める場合に限り許可を与えることができる。この場合において、当

該施設の管理上必要な条件を付することができる。 

２ 町長は、前項の利用が施設の管理に支障を及ぼさないと認める場合に限り許可

を与えることができる。ただし、その場合に当該施設の管理上必要な条件を付す

ることができる。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３ 町長は、当該施設において、営利を目的とする興行その他これに類する催しの

ための施設利用は認めない。 

３ 町長は、公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるときは、東浜小

桝緑地の利用を認めない。 

４ 町長は、公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるときは、施設利

用を認めない。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ５ 町長は、次の各号に掲げる車両及び自転車以外の施設利用は認めない。 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (１) 普通自動車及び軽自動車 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿ (２) 側車付自動二輪車 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (３) 自動二輪車及び原動機付自転車 

４ 町長は、管理上支障があると認めるときは、東浜小桝緑地の全部又は一部の利

用を制限することができる。 

６ その他町長は、管理上支障があると認めるときは、当該施設の全部又は一部の

利用を制限することができる。 

（工作物等の設置） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第７条 町長は、東浜小桝緑地内において、指定管理者に工作物その他の物件又は

施設等（以下「工作物等」という。）を設置し、又は管理させることができる。 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２ 前項の規定により工作物等を設置し、又は管理しようとするときは、規則の定

めるところにより、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変

更しようとするときも同様とする。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３ 町長は、前項に規定する工作物等の設置又は管理が東浜小桝緑地の管理に支障

を及ぼさないと認める場合に限り許可を与えることができる。この場合におい

て、当該工作物等の管理上必要な条件を付することができる。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

４ 第２項の規定により工作物等を設置し、又は管理する期間は、５年を超えるこ

とができない。これを更新するときの期間についても同様とする。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

５ 第２項の許可を受けた者は、当該許可に係る期間が満了したとき又は次条の処

分を受けたときは、直ちに東浜小桝緑地を原状に回復しなければならない。ただ

し、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

６ 町長は、第２項の許可を受けた者に対して、前項の規定により原状に回復する

場合又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をするこ

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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とができる。 ＿＿＿＿＿＿

７ 指定管理者以外の者は、東浜小桝緑地内に工作物等を設置してはならない。た

だし、公益上必要があると認められる場合は、この限りでない。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（監督処分） ＿＿＿＿＿＿

第８条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、前条の規定による許

可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止

を命じ、原状回復を命ずることができる。 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(１) 前条の規定による許可に付した条件に違反している者 ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(２) 偽りその他不正な手段により、前条の規定による許可を受けた者 ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２ 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定による許

可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、及び同項に規定する必要な措置

を命ずることができる。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(１) 東浜小桝緑地に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合 ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(２) 東浜小桝緑地の保全又は利用に著しい支障が生じた場合 ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（届出） ＿＿＿＿

第９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速

やかに、その旨を町長に届け出なければならない。 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(１) 第７条第２項の許可を受けた者が、工作物等の設置に関する工事を完了し

たとき。 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿

(２) 前号に掲げる者が、工作物等の設置又は管理を廃止したとき。 ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(３) 第１号に掲げる者が、第７条第５項の規定により原状に回復したとき。 ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(４) 第７条第６項の規定により必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事

を完了したとき。 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿

（使用料） （使用料） 

第10条 第２条第２項に規定する施設のうち別表第１に定めるものを利用しようと

する者からは、同表に定める使用料を徴収する。 

第７条 施設を利用しようとする者は、南知多町使用料条例（平成15年南知多町条

例第３号）の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。 

２ 前項の規定により徴収した使用料は、還付しない。ただし、特別の理由がある ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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と町長が認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３ 町長は、特別の理由があると認める場合は、使用料を減免することができる。 ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（利用料金） ＿＿＿＿＿＿

第11条 町長は、第４条第１項の規定により、東浜小桝緑地の管理を指定管理者に

行わせる場合には、第２条第２項に規定する施設及び第７条第２項の規定により

管理する工作物等の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を当該指定管

理者の収入として収受させることができる。 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２ 公益上必要と認められる利用料金は、別表第１に規定する使用料の額とする。 ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３ 指定管理者が東浜小桝緑地において行う自主事業の利用料金については、規則

の定めるところにより、その種類、対象、上限額、算定方法等を東浜小桝緑地の

管理に係る事業計画書に記載し、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとす

る。当該利用料金を変更しようとする場合も同様とする。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

４ 第１項の規定により収受した利用料金は、還付しない。ただし、特別の理由が

あると指定管理者が認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

５ 指定管理者は、特別の理由があると認める場合は、利用料金を減免することが

できる。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿

（利用者の義務） （利用者の義務） 

第12条 利用者は東浜小桝緑地の利用に際して、この条例及びこれに基づく規則の

規定を遵守し、当該施設の秩序を乱すような行為をしてはならない。 

第８条 利用者は海岸環境整備施設の利用に際して、この条例及びこれに基づく規

則の規定を遵守し、当該施設の秩序を乱すような行為をしてはならない。 

（許可の取消し又は利用若しくは行為の中止命令） （許可の取消し及び利用の中止命令） 

第13条 町長は、利用者が前条の規定に違反したときは、第６条第１項の許可を取

消し、又は利用若しくは行為の中止を命ずることができる。 

第９条 町長は、利用者が前条の規定に違反したときは、第６条第１項の許可を取

消し、又は利用の中止を命ずることができる。 

２ 町長は、公共の福祉又は災害等やむを得ない事由があると認めるときは、第６

条第１項の許可を取消し、又は既に東浜小桝緑地を利用している者若しくは第６

条第１項に規定する行為をしている者に対し、利用若しくは行為の中止を命ずる

ことができる。 

２ 町長は、公共の福祉又は災害等やむを得ない事由があると認めるときは、第６

条第１項の許可を取消し、又は既に海岸環境整備施設を利用している者に対し、

利用の中止を命ずることができる。 
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新 旧 

（過料） （過料） 

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して５万円以下の過料を科

する。 

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して５万円以下の過料を科

する。 

(１) 第６条第２項の規定により、許可に付せられた条件に違反して東浜小桝緑

地を利用した者 

(１) 第６条第２項の規定により、許可に付せられた条件に違反して施設を利用

した者 

(２) 第７条第３項の規定により、許可に付せられた条件に違反して工作物等を

設置又は管理した者 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(３) 第８条の規定による町長の命令に違反した者 ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(４) 第12条の規定に違反して東浜小桝緑地の秩序を乱した者 (２) 第８条の規定に違反して施設の秩序を乱した者 

(５) 前条の規定による許可の取消し又は利用若しくは行為の中止命令に違反し

て東浜小桝緑地を利用し、又は行為をした者 

(３) 第９条の規定による許可の取消し、又は利用の中止命令に違反して施設を

利用した者 

（損害賠償） （損害賠償） 

第15条 利用者が東浜小桝緑地又は第２条第２項に規定する施設を破損又は滅失し

原状回復ができないときは、町長の決定に基づきその損害を賠償しなければなら

ない。 

第11条 利用者は、海岸環境整備施設若しくは附帯する設備を破損又は滅失し原状

回復ができないときは、町長の決定に基づきその損害を賠償しなければならな

い。 

２ 何人も、いたずらに東浜小桝緑地又は第２条第２項に規定する施設を破損又は

滅失した場合は、前項の規定を準用する。 

２ 何人も、いたずらに海岸環境整備施設若しくは附帯する設備を破損又は滅失し

た場合は、前項の規定を準用する。 

（委任） （委任） 

第16条 （略） 第12条 （略） 
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新 旧 

別表第１（第10条第１項及び第11条第２項関係） 別表第１（第４条関係） 

施設 単位 
使用料の額

（円） 
備考 

土 の 広

場 （ 駐

車場） 

普 通 自

動 車 、

軽 自 動

車 及 び

二輪車 

１台１時間 

300

最初の１時間未満の利用

は１時間とする。 

※１日の上限額を1,500

円とする。 

１台１日 
1,500 ５時間以上の利用の場合 

セ ン タ

ー ハ ウ

ス 

シ ャ ワ

ー 

１回 

200

名称 位置 

内海海岸東浜小桝緑地 南知多町大字内海字一色、小桝地内及

びその地先 
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南知多町使用料条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

別表第３ 別表第３（第３条関係）海岸環境整備施設関係 

削除 

種類 区分 単位 
金 額

（円） 

徴収の時

期 
備考 

内海港

海岸環

境整備

施設 

土 の

広 場

（ 駐

車

場） 

普通自

動車、

軽自動

車及び

側車付

自動二

輪車 

１台１時

間 

300 駐車場を

利用した

とき 

最初の１時間未

満の利用は１時

間とし、１時間

を超える利用時

間については１

時間未満を切り

捨てる。 

 自動二

輪車及

び原動

機付自

転車 

 100

休 憩

所 

シャワ

ー 

１回 

200 設備を利

用すると

き 
 コイン

ロッカ

ー 



議案第１５号 

公の施設の指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、次の

とおり公の施設の指定管理者を指定するため、議会の議決を求める。 

       令和 ６年 ３月 ５日提出 

             南知多町長 石 黒 和 彦 

１ 管理を行わせる公の施設 

  内海海岸東浜小桝緑地 

２ 指定管理者となる団体 

  愛知県豊田市竹町下沖３９番地 

  株式会社 松尾組 代表取締役 松尾剛史 

３ 指定の期間 

  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 



議案第15号 公の施設の指定管理者の指定についての提案理由の説明 

１ 提案の理由 

  内海海岸東浜小桝緑地の管理について、南知多町内海港海岸環境整備施設の設置

及び管理に関する条例（平成13年南知多町条例第19号）第５条第１項の規定に基づ

き、指定管理者を指定するに当たり、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条

の２第６項の規定により、議会の議決が必要であるからである。 

２ 指定の内容 

 (1) 管理を行わせる公の施設 

   内海海岸東浜小桝緑地 

 (2) 指定管理者となる団体 

   愛知県豊田市竹町下沖３９番地 

   株式会社 松尾組 代表取締役 松尾剛史 

 (3) 指定の期間 

   令和６年４月１日から令和11年３月31日まで 



議案第１６号 

南知多町水道事業の設置等に関する条例及び南知多町漁業集落排水事業の設置

等に関する条例の一部を改正する条例について 

南知多町水道事業の設置等に関する条例（昭和４３年南知多町条例第７号）及び南

知多町漁業集落排水事業の設置等に関する条例（令和４年南知多町条例第２１号）の

一部を別紙のとおり改正するものとする。 

       令和 ６年 ３月 ５日提出 

             南知多町長 石 黒 和 彦 



南知多町水道事業の設置等に関する条例及び南知多町漁業集落排水事業の設置

等に関する条例の一部を改正する条例 

 （南知多町水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第１条 南知多町水道事業の設置等に関する条例（昭和43年南知多町条例第７号）の

一部を次のように改正する。 

第５条中「第243条の２第４項」を「第243条の２の８第８項」に改める。 

 （南知多町漁業集落排水事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第２条 南知多町漁業集落排水事業の設置等に関する条例（令和４年南知多町条例第

21号）の一部を次のように改正する。 

 第５条中「第243条の２の２第８項」を「第243条の２の８第８項」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



議案第１６号 南知多町水道事業の設置等に関する条例及び南知多町漁業集落

排水事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の提案理由の説明 

１ 改正の理由 

  地方自治法（昭和22年法律第67号）が改正され、令和６年４月１日から施行され

ることに伴い、関係条例の一部を改正する必要があるからである。 

２ 改正の内容 

  引用条文の条ずれに伴う改正 

  (1) 南知多町水道事業の設置等に関する条例         （第５条関係） 

 (2) 南知多町漁業集落排水事業の設置等に関する条例     （第５条関係） 

３ 施行期日 

  令和６年４月１日 
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南知多町水道事業の設置等に関する条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（議会の同意を要する賠償責任の免除） （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第５条 法第34条において準用する地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の

２の８第８項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除につ

いて議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万

円以上である場合とする。 

第５条 法第34条において準用する地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の

２第４項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について

議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以

上である場合とする。 
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南知多町漁業集落排水事業の設置等に関する条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（議会の同意を要する賠償責任の免除） （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第５条 法第34条において準用する地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の

２の８第８項の規定により漁業集落排水事業の業務に従事する職員の賠償責任の

免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償

額が10万円以上である場合とする。 

第５条 法第34条において準用する地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の

２の２第８項の規定により漁業集落排水事業の業務に従事する職員の賠償責任の

免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償

額が10万円以上である場合とする。 



議案第１７号 

南知多町水道事業給水条例及び南知多町水道事業の布設工事監督者及び水道技

術管理者に関する条例の一部を改正する条例について 

南知多町水道事業給水条例（平成１０年南知多町条例第４号）及び南知多町水道事

業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例（平成２４年南知多町条例第 

２７号）の一部を別紙のとおり改正するものとする。 

       令和 ６年 ３月 ５日提出 

             南知多町長 石 黒 和 彦 



南知多町水道事業給水条例及び南知多町水道事業の布設工事監督者及び水道技

術管理者に関する条例の一部を改正する条例 

（南知多町水道事業給水条例の一部改正） 

第１条 南知多町水道事業給水条例（平成10年南知多町条例第４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第５条第１項及び第32条第２項ただし書中「厚生労働省令」を「国土交通省令」

に改める。 

第35条第１号中「厚生省令」を「国土交通省令」に改める。 

（南知多町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部改

正） 

第２条 南知多町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例（平成

24年南知多町条例第27号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第６号中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



議案第１７号 南知多町水道事業給水条例及び南知多町水道事業の布設工事監

督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を改正する条例の提案理由の説明 

１ 改正の理由 

  生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律（令和５年

法律第36号）が令和６年４月１日から施行されることに伴い、関係条例の一部を改

正する必要があるからである。 

２ 改正の内容 

  水道整備・管理行政の所管については厚生労働省から国土交通省に、水質基準の

策定等の所管については厚生労働省から環境省に移管が行われることに伴う改正 

(1) 南知多町水道事業給水条例 

（第５条第１項、第32条第２項及び第35条第１号関係） 

 (2) 南知多町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例 

（第４条第６号関係） 

３ 施行期日 

  令和６年４月１日 
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南知多町水道事業給水条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（給水装置の新設等の申込） （給水装置の新設等の申込） 

第５条 給水装置を新設、改造、修繕（水道法（昭和32年法律第177号。以下

「法」という。）第16条の２第３項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変

更を除く。）又は撤去しようとする者は、あらかじめ町長に申し込み、その承認

を受けなければならない。 

第５条 給水装置を新設、改造、修繕（水道法（昭和32年法律第177号。以下

「法」という。）第16条の２第３項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変

更を除く。）又は撤去しようとする者は、あらかじめ町長に申し込み、その承認

を受けなければならない。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

（給水装置の基準違反に対する措置） （給水装置の基準違反に対する措置） 

第32条 （略） 第32条 （略） 

２ 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行し

た給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又は

その者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の２第３項の国

土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及

び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。 

２ 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行し

た給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又は

その者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の２第３項の厚

生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及

び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。 

（過料） （過料） 

第35条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、５万円以下の過料を科

する。 

第35条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、５万円以下の過料を科

する。 

(１) 第５条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕（法第16条の２

第３項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。）又は撤去した

者 

(１) 第５条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕（法第16条の２

第３項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。）又は撤去した者 

(２)～(４) （略） (２)～(４) （略） 
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南知多町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（水道技術管理者の資格） （水道技術管理者の資格） 

第４条 法第19条第３項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格

は、次のとおりとする。 

第４条 法第19条第３項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格

は、次のとおりとする。 

(１)～(５) （略） (１)～(５) （略） 

(６) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講

習の課程を修了した者 

(６) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修

了した者 



議案第１８号 

南知多町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を

改正する条例について 

南知多町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（昭和３６年

南知多町条例第１０号）の一部を別紙のとおり改正するものとする。 

       令和 ６年 ３月 ５日提出 

             南知多町長 石 黒 和 彦 



南知多町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を

改正する条例 

南知多町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（昭和36年南

知多町条例第10号）の一部を次のように改正する。 

別表中「345,000円」を「355,000円」に、「262,000円」を「270,000円」に、

「246,000円」を「253,000円」に、「237,000円」を「244,000円」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第１８号 南知多町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関す

る条例の一部を改正する条例 

議案第１９号 南知多町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条

例の一部を改正する条例 

以上２議案の提案理由の説明 

１ 改正の理由 

南知多町特別職報酬等審議会より令和６年１月22日付けで町長に答申がなされた

ことに伴い、同審議会の答申を尊重し、議員報酬並びに町長、副町長及び教育長の

給料の引上げを行うため、現行条例の一部を改正する必要があるからである。 

２ 改正の内容 

 (1) 南知多町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を

改正する条例                       （別表関係） 

区 分 
議員報酬月額 

増減額 
現 行 改正案 

議長 345,000 円 355,000 円 10,000 円

副議長 262,000 円 270,000 円 8,000 円

常任委員長 246,000 円 253,000 円 7,000 円

議会運営委員長 246,000 円 253,000 円 7,000 円

議員 237,000 円 244,000 円 7,000 円
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 (2) 南知多町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正

する条例                       （別表第１関係） 

区 分 
給料月額 

増減額 
現 行 改正案 

町長 771,000 円 794,000 円 23,000 円

副町長 603,000 円 621,000 円 18,000 円

教育長 553,000 円 570,000 円 17,000 円

３ 施行期日 

令和６年４月１日 
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南知多町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

別表（第２条、第５条関係） 別表（第２条、第５条関係） 

区分 
議員報酬

月額 

旅費 

鉄道賃

及び船

賃 

航空賃 車賃 

宿 泊 料

（１夜に

つき） 

食 卓 料

（１夜に

つき） 

議長 355,000

円

実費 実費 

１キロ

メート

ル当た

り37円

又は実

費 

15,000円 2,600円

副議長 270,000

円

常任委員長 253,000

円

議会運営委員

長 

253,000

円

議員 244,000

円

区分 
議員報酬

月額 

旅費 

鉄道賃

及び船

賃 

航空賃 車賃 

宿 泊 料

（１夜に

つき） 

食 卓 料

（１夜に

つき） 

議長 345,000

円

実費 実費 

１キロ

メート

ル当た

り37円

又は実

費 

15,000円 2,600円

副議長 262,000

円

常任委員長 246,000

円

議会運営委員

長 

246,000

円

議員 237,000

円



議案第１９号 

南知多町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正

する条例について 

南知多町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例（昭和３６年南知

多町条例第１１号）の一部を別紙のとおり改正するものとする。 

       令和 ６年 ３月 ５日提出 

             南知多町長 石 黒 和 彦 



南知多町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正

する条例 

南知多町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例（昭和36年南知多

町条例第11号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中「771,000円」を「794,000円」に、「603,000円」を「621,000円」に、

「553,000円」を「570,000円」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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南知多町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

職名 給料月額 

町長 794,000円

副町長 621,000円

教育長 570,000円

職名 給料月額 

町長 771,000円

副町長 603,000円

教育長 553,000円



議案第２０号 

南知多町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例について 

南知多町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年南知多町条

例第３号）の一部を別紙のとおり改正するものとする。 

       令和 ６年 ３月 ５日提出 

             南知多町長 石 黒 和 彦 



南知多町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例 

南知多町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年南知多町条

例第３号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改める。 

第13条第１項中「１日（以下」の次に「この項及び第５項において」を加え、「在

籍」を「在職」に改め、同条第４項中「100分の120」を「100分の122.5」に改め、同

条の次に次の１条を加える。 

（勤勉手当） 

第13条の２ 勤勉手当は、６月１日及び12月１日（以下この項及び第５項においてこ

れらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する任期の定めが６月以上の職員

（１週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として町長が規則で定める者を除く。

以下この条において同じ。）に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評

価の結果及び基準日以前６か月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ

基準日の属する月の町長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前１か月以

内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。 

２ 任期の定めが６月に満たない職員の一会計年度内における任期の定めの合計が６

月以上に至ったときは、当該職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期

の定めが６月以上の職員とみなす。 

３ ６月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで職員として任用

され、同日の翌日に職員として任用された者の任期の定め（６月未満のものに限

る。）と前会計年度における任期（前会計年度の末日を含む期間の任用に係るもの

に限る。）の定めとの合計が６月以上に至ったときは、第１項に規定する任期の定



めが６月以上の職員とみなす。 

４ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、町長が規則で定める基準に従い任命権者が

定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手

当の額の総額は、勤勉手当の支給を受ける職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を

乗じて得た額を超えてはならない。 

５ 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日（退職し、又は死亡した職員にあ

っては、退職し、又は死亡した日）以前６か月以内の在職期間において、第７条の

規定により支給された報酬（第10条に規定する時間外勤務に係る報酬、第11条に規

定する休日勤務に係る報酬、第12条に規定する夜間勤務に係る報酬及び第14条に規

定する特殊勤務に係る報酬を除く。）の合計額を６で除して得た額とする。 

６ 給与条例第20条の２及び第20条の３の規定は、任期の定めが６月以上の職員の勤

勉手当の支給について準用する。 

 別表第１を次のように改める。 

別表第１（第３条関係） 

１ 行政職報酬表 

職務の級 １級 ２級 

号給 報酬月額 報酬月額

 円 円

１ 162,100 208,000

２ 163,200 209,700

３ 164,400 211,400

４ 165,500 212,900



５ 166,600 214,400

６ 167,700 216,200

７ 168,800 217,900

８ 169,900 219,600

９ 170,900 221,100

10 172,300 222,600

11 173,600 224,100

12 174,900 225,600

13 176,100 226,800

14 177,600 228,200

15 179,100 229,600

16 180,700 231,000

17 181,800 232,400

18 183,200 234,000

19 184,600 235,500

20 186,000 236,900

21 187,300 238,100



22 189,600 239,700

23 191,800 241,200

24 194,000 242,600

25 196,200 243,600

26 197,900 245,100

27 199,400 246,400

28 200,900 247,600

29 202,400 248,700

30 203,800 249,700

31 205,200 250,600

32 206,600 251,500

33 208,000 252,400

34 209,300 253,300

35 210,600 254,100

36 211,900 254,900

37 213,200 255,600

38 214,400 256,700



39 215,600 257,900

40 216,700 259,000

41 217,800 260,200

42 218,900 261,400

43 219,900 262,500

44 220,900 263,600

45 221,800 264,700

46 222,700 265,800

47 223,600 266,900

48 224,500 267,900

49 225,400 268,900

50 226,300 269,900

51 227,200 270,900

52 228,100 271,800

53 228,900 272,700

54 229,800 273,600

55 230,700 274,500



56 231,500 275,400

57 231,800 276,300

58 232,600 277,200

59 233,300 278,100

60 233,900 279,000

61 234,500 280,000

62 235,200 281,000

63 235,800 281,900

64 236,300 282,800

65 236,800 283,300

66 237,300 284,000

67 237,800 284,700

68 238,400 285,600

69 238,900 286,600

70 239,400 287,400

71 239,900 288,200

72 240,400 289,000



73 240,900 289,700

74 241,400 290,200

75 241,800 290,600

76 242,300 291,000

77 242,800 291,200

78 243,300 291,500

79 243,800 291,700

80 244,300 292,000

81 244,700 292,200

82 245,200 292,400

83 245,600 292,700

84 246,000 292,900

85 246,400 293,200

86 246,800 293,500

87 247,200 293,800

88 247,600 294,100

89 248,000 294,400



90 248,500 294,800

91 248,800 295,100

92 249,100 295,500

93 249,400 295,700

94 295,900

95 296,200

96 296,600

97 296,800

98 297,100

99 297,500

100 297,900

101 298,100

102 298,400

103 298,800

104 299,100

105 299,300

106 299,600



107 300,000

108 300,300

109 300,500

110 300,900

111 301,300

112 301,600

113 301,800

114 302,000

115 302,300

116 302,700

117 302,900

118 303,100

119 303,400

120 303,700

121 304,100

122 304,300

123 304,600



124 304,900

125 305,200

備考 この表は、他の報酬表の適用を受けない全ての職員に適用する。 

２ 特定専門職報酬表 

職務の級 １級 

号俸 報酬月額 

 円

１ 380,000

２ 427,000

３ 477,000

４ 539,000

５ 615,000

６ 718,000

７ 839,000

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



議案第２０号 南知多町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例の提案理由の説明 

１ 改正の理由 

  地方自治法（昭和22年法律第67号）第203条の２第４項の改正等により、会計年

度任用職員に対して令和６年度から勤勉手当を支給すべきこととなるため、及び会

計年度任用職員の給与について、常勤職員の給与改定に合わせ報酬額等を見直すた

め、現行条例の一部を改正する必要があるからである。 

２ 改正の主な内容 

 (1) 期末手当支給率の改正                 （第13条関係） 

 (2) 勤勉手当に係る規定の追加             （第13条の２関係） 

 (3) 報酬表の改正                    （別表第１関係） 

３ 施行期日 

  令和６年４月１日 
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南知多町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（給与） （給与） 

第２条 前条の給与とは、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。 第２条 前条の給与とは、報酬及び期末手当をいう。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（期末手当） （期末手当） 

第13条 期末手当は、６月１日及び12月１日（以下この項及び第５項においてこれ

らの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する任期の定めが６月以上の職員

（１週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として町長が規則で定める者を除

く。以下この条において同じ。）に対して、それぞれ基準日の属する月の町長が

規則で定める日に支給する。これらの基準日前１か月以内に退職し、又は死亡し

た職員についても同様とする。 

第13条 期末手当は、６月１日及び12月１日（以下これらの日を「基準日」とい

う。）にそれぞれ在籍する任期の定めが６月以上の職員（１週間当たりの勤務時

間が著しく少ない者として町長が規則で定める者を除く。以下この条において同

じ。）に対して、それぞれ基準日の属する月の町長が規則で定める日に支給す

る。これらの基準日前１か月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様と

する。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額とする。 ４ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120を乗じて得た額とする。 

５・６ （略） ５・６ （略） 

（勤勉手当） ＿＿＿＿＿＿

第13条の２ 勤勉手当は、６月１日及び12月１日（以下この項及び第５項において

これらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する任期の定めが６月以上の

職員（１週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として町長が規則で定める者を

除く。以下この条において同じ。）に対し、当該職員の基準日以前における直近

の人事評価の結果及び基準日以前６か月以内の期間における勤務の状況に応じ

て、それぞれ基準日の属する月の町長が規則で定める日に支給する。これらの基

準日前１か月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。 

＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２ 任期の定めが６月に満たない職員の一会計年度内における任期の定めの合計が

６月以上に至ったときは、当該職員は、当該会計年度において、前項に規定する

任期の定めが６月以上の職員とみなす。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３ ６月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで職員として任

用され、同日の翌日に職員として任用された者の任期の定め（６月未満のものに

限る。）と前会計年度における任期（前会計年度の末日を含む期間の任用に係る

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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新 旧 

ものに限る。）の定めとの合計が６月以上に至ったときは、第１項に規定する任

期の定めが６月以上の職員とみなす。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

４ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、町長が規則で定める基準に従い任命権者

が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤

勉手当の額の総額は、勤勉手当の支給を受ける職員の勤勉手当基礎額に100分の

102.5を乗じて得た額を超えてはならない。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

５ 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日（退職し、又は死亡した職員に

あっては、退職し、又は死亡した日）以前６か月以内の在職期間において、第７

条の規定により支給された報酬（第10条に規定する時間外勤務に係る報酬、第11

条に規定する休日勤務に係る報酬、第12条に規定する夜間勤務に係る報酬及び第

14条に規定する特殊勤務に係る報酬を除く。）の合計額を６で除して得た額とす

る。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

６ 給与条例第20条の２及び第20条の３の規定は、任期の定めが６月以上の職員の

勤勉手当の支給について準用する。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

別表第１（第３条関係） 

１ 行政職報酬表 

別表第１（第３条関係） 

１ 行政職報酬表 

職務の級 １級 ２級 

号給 報酬月額 報酬月額 

 円 円

１ 162,100 208,000

２ 163,200 209,700

３ 164,400 211,400

４ 165,500 212,900

職務の級 １級 ２級 

号給 報酬月額 報酬月額 

 円 円

１ 150,100 198,500

２ 151,200 200,300

３ 152,400 202,100

４ 153,500 203,900



( 3/10 )

新 旧 

５ 166,600 214,400

６ 167,700 216,200

７ 168,800 217,900

８ 169,900 219,600

９ 170,900 221,100

10 172,300 222,600

11 173,600 224,100

12 174,900 225,600

13 176,100 226,800

14 177,600 228,200

15 179,100 229,600

16 180,700 231,000

17 181,800 232,400

18 183,200 234,000

19 184,600 235,500

20 186,000 236,900

21 187,300 238,100

５ 154,600 205,400

６ 155,700 207,200

７ 156,800 209,000

８ 157,900 210,800

９ 158,900 212,400

10 160,300 214,200

11 161,600 216,000

12 162,900 217,800

13 164,100 219,200

14 165,600 221,000

15 167,100 222,700

16 168,700 224,500

17 169,800 226,100

18 171,200 227,800

19 172,600 229,400

20 174,000 230,900

21 175,300 232,200



( 4/10 )

新 旧 

22 189,600 239,700

23 191,800 241,200

24 194,000 242,600

25 196,200 243,600

26 197,900 245,100

27 199,400 246,400

28 200,900 247,600

29 202,400 248,700

30 203,800 249,700

31 205,200 250,600

32 206,600 251,500

33 208,000 252,400

34 209,300 253,300

35 210,600 254,100

36 211,900 254,900

37 213,200 255,600

38 214,400 256,700

22 177,800 233,800

23 180,300 235,400

24 182,800 236,900

25 185,200 237,900

26 186,900 239,400

27 188,500 240,700

28 190,200 241,900

29 191,700 243,100

30 193,400 244,100

31 195,200 245,100

32 196,900 246,100

33 198,500 247,200

34 199,900 248,100

35 201,400 249,000

36 202,900 250,000

37 204,200 250,900

38 205,500 252,200



( 5/10 )

新 旧 

39 215,600 257,900

40 216,700 259,000

41 217,800 260,200

42 218,900 261,400

43 219,900 262,500

44 220,900 263,600

45 221,800 264,700

46 222,700 265,800

47 223,600 266,900

48 224,500 267,900

49 225,400 268,900

50 226,300 269,900

51 227,200 270,900

52 228,100 271,800

53 228,900 272,700

54 229,800 273,600

55 230,700 274,500

39 206,700 253,400

40 208,000 254,700

41 209,300 256,000

42 210,600 257,400

43 211,900 258,600

44 213,200 259,800

45 214,300 260,900

46 215,600 262,100

47 216,900 263,400

48 218,200 264,500

49 219,200 265,600

50 220,300 266,600

51 221,300 267,800

52 222,300 268,900

53 223,300 269,900

54 224,200 270,900

55 225,100 272,000



( 6/10 )

新 旧 

56 231,500 275,400

57 231,800 276,300

58 232,600 277,200

59 233,300 278,100

60 233,900 279,000

61 234,500 280,000

62 235,200 281,000

63 235,800 281,900

64 236,300 282,800

65 236,800 283,300

66 237,300 284,000

67 237,800 284,700

68 238,400 285,600

69 238,900 286,600

70 239,400 287,400

71 239,900 288,200

72 240,400 289,000

56 226,000 273,100

57 226,300 274,000

58 227,100 275,000

59 227,800 275,900

60 228,500 277,000

61 229,200 278,100

62 230,000 279,100

63 230,700 280,000

64 231,300 281,000

65 231,900 281,500

66 232,500 282,400

67 233,100 283,100

68 233,800 284,000

69 234,500 285,000

70 235,100 285,800

71 235,600 286,600

72 236,300 287,400



( 7/10 )

新 旧 

73 240,900 289,700

74 241,400 290,200

75 241,800 290,600

76 242,300 291,000

77 242,800 291,200

78 243,300 291,500

79 243,800 291,700

80 244,300 292,000

81 244,700 292,200

82 245,200 292,400

83 245,600 292,700

84 246,000 292,900

85 246,400 293,200

86 246,800 293,500

87 247,200 293,800

88 247,600 294,100

89 248,000 294,400

73 237,000 288,200

74 237,600 288,700

75 238,200 289,100

76 238,700 289,600

77 239,300 289,800

78 240,000 290,100

79 240,700 290,300

80 241,200 290,700

81 241,700 290,900

82 242,300 291,100

83 242,900 291,500

84 243,400 291,800

85 243,900 292,100

86 244,500 292,400

87 245,100 292,700

88 245,600 293,100

89 246,100 293,400



( 8/10 )

新 旧 

90 248,500 294,800

91 248,800 295,100

92 249,100 295,500

93 249,400 295,700

94 295,900

95 296,200

96 296,600

97 296,800

98 297,100

99 297,500

100 297,900

101 298,100

102 298,400

103 298,800

104 299,100

105 299,300

106 299,600

90 246,600 293,800

91 246,900 294,100

92 247,300 294,500

93 247,600 294,700

94 294,900

95 295,200

96 295,600

97 295,800

98 296,100

99 296,500

100 296,900

101 297,100

102 297,400

103 297,800

104 298,100

105 298,300

106 298,600



( 9/10 )

新 旧 

107 300,000

108 300,300

109 300,500

110 300,900

111 301,300

112 301,600

113 301,800

114 302,000

115 302,300

116 302,700

117 302,900

118 303,100

119 303,400

120 303,700

121 304,100

122 304,300

123 304,600

107 299,000

108 299,300

109 299,500

110 299,900

111 300,300

112 300,600

113 300,800

114 301,000

115 301,300

116 301,700

117 301,900

118 302,100

119 302,400

120 302,700

121 303,100

122 303,300

123 303,600



( 10/10 )

新 旧 

124 304,900

125 305,200

124 303,900

125 304,200

備考 この表は、他の報酬表の適用を受けない全ての職員に適用する。 備考 この表は、他の報酬表の適用を受けない全ての職員に適用する。 

２ 特定専門職報酬表 ２ 特定専門職報酬表 

職務の級 １級 

号俸 報酬月額 

 円

１ 380,000

２ 427,000

３ 477,000

４ 539,000

５ 615,000

６ 718,000

７ 839,000

職務の級 １級 

号俸 報酬月額 

 円

１ 376,000

２ 422,000

３ 472,000

４ 533,000

５ 608,000

６ 710,000

７ 830,000



議案第２１号 

南知多町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 

南知多町職員の育児休業等に関する条例（平成４年南知多町条例第１号）の一部を

別紙のとおり改正するものとする。 

       令和 ６年 ３月 ５日提出 

             南知多町長 石 黒 和 彦 



南知多町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

南知多町職員の育児休業等に関する条例（平成４年南知多町条例第１号）の一部を

次のように改正する。 

第７条第２項中「（地方公務員法第22条の２第１項に規定する会計年度任用職員を

除く。）」を削る。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



議案第２１号 南知多町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

の提案理由の説明 

１ 改正の理由 

  地方自治法（昭和22年法律第67号）第203条の２第４項の改正等により、会計年

度任用職員に対して令和６年度から勤勉手当を支給すべきこととなるため、現行条

例の一部を改正する必要があるからである。 

２ 改正の内容 

  育児休業をしている会計年度任用職員のうち、一定の要件を満たすものに勤勉手

当を支給する改正                  （第７条第２項関係） 

３ 施行期日 

  令和６年４月１日 



( 1/1 )

南知多町職員の育児休業等に関する条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（育児休業をしている職員の期末手当等の支給） （育児休業をしている職員の期末手当等の支給） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ 給与条例第21条第１項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員

のうち、基準日以前６月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該

基準日に係る勤勉手当を支給する。 

２ 給与条例第21条第１項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員

（地方公務員法第22条の２第１項に規定する会計年度任用職員を除く。）のう

ち、基準日以前６月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準

日に係る勤勉手当を支給する。 



議案第２２号 

南知多町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について 

南知多町消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年南知多町条例第２２号）の一部

を別紙のとおり改正するものとする。 

       令和 ６年 ３月 ５日提出 

             南知多町長 石 黒 和 彦 



南知多町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

南知多町消防団員等公務災害補償条例（昭和41年南知多町条例第22号）の一部を次

のように改正する。 

第５条第２項第２号中「8,900円」を「9,100円」に改める。 

別表団長及び副団長の項10年未満の欄中「12,440円」を「12,500円」に改め、同項

10年以上20年未満の欄中「13,320円」を「13,350円」に改め、同表分団長及び副分団

長の項10年未満の欄中「10,670円」を「10,800円」に改め、同項10年以上20年未満の

欄中「11,550円」を「11,650円」に改め、同項20年以上の欄中「12,440円」を

「12,500円」に改め、同表部長、班長及び団員の項10年未満の欄中「8,900円」を

「9,100円」に改め、同項10年以上20年未満の欄中「9,790円」を「9,950円」に改め、

同項20年以上の欄中「10,670円」を「10,800円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の南知多町消防団員等公務災害補償条例第５条第２項及び

別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた南知多町消防団

員等公務災害補償条例第５条第１項に規定する損害補償（以下「損害補償」とい

う。）並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第４条

第３号に規定する傷病補償年金、同条第４号アに規定する障害補償年金及び同条第

６号アに規定する遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」という。）について適用

し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年金等を除く。）及び同

日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、な



お従前の例による。 



議案第２２号 南知多町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の

提案理由の説明 

１ 改正の理由 

  非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（昭和31年政令第335号）

が、令和６年４月１日に改正されることに伴い、現行条例の一部を改正する必要が

あるからである。 

２ 改正の内容 

(1) 非常勤消防団員等に対する損害補償に係る補償基礎額を次のとおり改定 

補償基礎額表 

階級 勤務年数 現行 改定案 比較 

団長及び副団長 

10年未満 12,440円 12,500円 60円増額 

10年以上20年未満 13,320円 13,350円 30円増額 

20年以上 14,200円 14,200円 改定なし 

分団長及び副分

団長 

10年未満 10,670円 10,800円 130円増額 

10年以上20年未満 11,550円 11,650円 100円増額 

20年以上 12,440円 12,500円 60円増額 

部長、班長及び

団員 

10年未満 8,900円 9,100円 200円増額 

10年以上20年未満 9,790円 9,950円 160円増額 

20年以上 10,670円 10,800円 130円増額 

                        （別表関係）  

 (2) 消防作業従事者等に対する損害補償に係る補償基礎額の最低額を「8,900

円」から「9,100円」に改定               （第５条関係）  



３ 施行期日等 

(1) 施行期日 

令和６年４月１日 

 (2) 経過措置 

第５条第２項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の

生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷

病補償年金等について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病

補償年金等を除く。）及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る

傷病補償年金等については、なお従前の例による。 



( 1/2 )

南知多町消防団員等公務災害補償条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（補償基礎額） （補償基礎額） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 前項の補償基礎額は、次に定めるところによる。 ２ 前項の補償基礎額は、次に定めるところによる。 

(１) 非常勤消防団員又は非常勤水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しく

は疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障

害の状態となった場合には、死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日

又は診断により死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断により

疾病の発生が確定した日（以下「事故発生日」という。）において当該非常勤

消防団員又は非常勤水防団員が属していた階級及び当該階級に任命された日か

らの勤務年数に応じて別表に定める額とする。 

(１) 非常勤消防団員又は非常勤水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しく

は疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障

害の状態となった場合には、死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日

又は診断により死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断により

疾病の発生が確定した日（以下「事故発生日」という。）において当該非常勤

消防団員又は非常勤水防団員が属していた階級及び当該階級に任命された日か

らの勤務年数に応じて別表に定める額とする。 

(２) 消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急措置従事者

（以下「消防作業従事者等」という。）が消防作業等に従事し、若しくは救急

業務に協力し又は応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若し

くは疾病にかかり、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又

は応急措置の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若し

くは障害の状態となった場合には、9,100円とする。ただし、その額が、その

者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、１万

4,200円を超えない範囲内においてこれを増額した額とすることができる。 

(２) 消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急措置従事者

（以下「消防作業従事者等」という。）が消防作業等に従事し、若しくは救急

業務に協力し又は応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若し

くは疾病にかかり、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又

は応急措置の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若し

くは障害の状態となった場合には、8,900円とする。ただし、その額が、その

者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、１万

4,200円を超えない範囲内においてこれを増額した額とすることができる。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

別表 補償基礎額表（第５条関係） 別表 補償基礎額表（第５条関係） 

階級 

勤務年数 

10年未満 
10年以上20年未

満 
20年以上 

団長及び副団長 12,500円 13,350円 14,200円

階級 

勤務年数 

10年未満 
10年以上20年未

満 
20年以上 

団長及び副団長 12,440円 13,320円 14,200円



( 2/2 )

新 旧 

分団長及び副分団長 10,800円 11,650円 12,500円

部長、班長及び団員 9,100円 9,950円 10,800円

分団長及び副分団長 10,670円 11,550円 12,440円

部長、班長及び団員 8,900円 9,790円 10,670円



議案第２３号 

南知多町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

南知多町国民健康保険税条例（昭和３６年南知多町条例第２４号）の一部を別紙の

とおり改正するものとする。 

       令和 ６年 ３月 ５日提出 

             南知多町長 石 黒 和 彦 



南知多町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

南知多町国民健康保険税条例（昭和36年南知多町条例第24号）の一部を次のように

改正する。 

第２条第３項ただし書及び第23条第１項中「20万円」を「22万円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の南知多町国民健康保険税条例の規定は、令和６年度以

後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和５年度分までの国民健康保険

税については、なお従前の例による。 



議案第２３号 南知多町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の提案理由

の説明 

１ 改正の理由 

地方税法施行令の一部を改正する政令（令和５年政令第132号）が令和５年３月

31日に公布され、後期高齢者支援金の法定賦課限度額が引き上げられたことに伴い、

本町においても賦課限度額を引き上げるため、現行条例の一部を改正する必要があ

るからである。 

２ 改正の内容 

後期高齢者支援金等課税額賦課限度額の改正   （第２条及び第23条関係）  

項   目 現 行 改正案 現行との比較 

賦課限度額 200,000円 220,000円 20,000円引上げ

３ 施行期日等 

 (1) 施行期日 

令和６年４月１日 

 (2) 経過措置 

改正後の南知多町国民健康保険税条例の規定は、令和６年度以後の年度分の国

民健康保険税について適用し、令和５年度分までの国民健康保険税については、

なお従前の例による。 



南知多町国民健康保険税条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（課税額） （課税額） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を

除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者

均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が22万円を超

える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、22万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を

除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者

均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が20万円を超

える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、20万円とする。 

４ （略） ４ （略） 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する

国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額

を減額して得た額（当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円）、

同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して

得た額（当該減額して得た額が22万円を超える場合には、22万円）並びに同条第

４項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が17万円を超える場合には、17万円）の合算額とする。 

第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する

国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額

を減額して得た額（当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円）、

同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して

得た額（当該減額して得た額が20万円を超える場合には、20万円）並びに同条第

４項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が17万円を超える場合には、17万円）の合算額とする。 

(１)～(３) （略） (１)～(３) （略） 

２ （略） ２ （略） 



議案第２４号 

南知多町介護保険条例の一部を改正する条例について 

南知多町介護保険条例（平成１２年南知多町条例第５号）の一部を別紙のとおり改

正するものとする。 

       令和 ６年 ３月 ５日提出 

             南知多町長 石 黒 和 彦 



南知多町介護保険条例の一部を改正する条例 

南知多町介護保険条例（平成12年南知多町条例第５号）の一部を次のように改正す

る。 

第４条第１項中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度から令和８年度」に

改め、同項第１号中「30,000円」を「28,300円」に改め、同項第２号中「45,000円」

を「42,700円」に改め、同項第３号中「45,000円」を「43,000円」に改め、同項第

４号中「54,000円」を「56,100円」に改め、同項第５号中「60,000円」を「62,400

円」に改め、同項第６号中「72,000円」を「74,800円」に改め、同号イ中「又は」

を「、」に改め、「第11号イ」の次に「、第12号イ、第13号イ又は第14号イ」を加

え、同項第７号中「78,000円」を「81,100円」に改め、同号イ中「又は」を「、」

に改め、「第11号イ」の次に「、第12号イ、第13号イ又は第14号イ」を加え、同項

第８号中「90,000円」を「93,600円」に改め、同号イ中「又は」を「、」に改め、

「第11号イ」の次に「、第12号イ、第13号イ又は第14号イ」を加え、同項第９号中

「102,000円」を「106,000円」に改め、同号ア中「400万円」を「420万円」に改め、

同号イ中「又は」を「、」に改め、「第11号イ」の次に「、第12号イ、第13号イ又

は第14号イ」を加え、同項第10号中「108,000円」を「112,300円」に改め、同号ア

中「600万円」を「520万円」に改め、同号イ中「又は」を「、」に改め、「次号イ」

の次に「、第12号イ、第13号イ又は第14号イ」を加え、同項第11号中「114,000円」

を「118,500円」に改め、同号ア中「800万円」を「620万円」に改め、同号イ中「部

分を除く。）」の次に「、次号イ、第13号イ又は第14号イ」を加え、同項第12号を

次のように改める。 

(12) 次のいずれかに該当する者 124,800円 

ア 合計所得金額が720万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該



当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第39条第１項

第１号イ（同号イ(１)に係る部分を除く。）、次号イ又は第14号イに該当する

者を除く。） 

第４条第１項に次の３号を加える。 

(13) 次のいずれかに該当する者 131,000円 

ア 合計所得金額が820万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該

当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第39条第１項

第１号イ（同号イ(１)に係る部分を除く。）又は次号イに該当する者を除く。） 

(14) 次のいずれかに該当する者 143,500円 

ア 合計所得金額が1,000万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも

該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第39条第１項

第１号イ（同号イ(１)に係る部分を除く。）に該当する者を除く。） 

(15) 前各号のいずれにも該当しない者 149,700円 

第４条第２項中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度から令和８年度」に、

「18,000円」を「17,700円」に改め、同条第３項中「令和３年度から令和５年度」

を「令和６年度から令和８年度」に、「18,000円」を「17,700円」に、「30,000円」

を「30,200円」に改め、同条第４項中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年

度から令和８年度」に、「18,000円」を「17,700円」に、「42,000円」を「42,700

円」に改める。 



附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置）

第２条 この条例による改正後の南知多町介護保険条例第４条の規定は、令和６年

度分の保険料から適用し、令和５年度以前の年度分の保険料については、なお従

前の例による。 
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議案第２４号 南知多町介護保険条例の一部を改正する条例の提案理由の説明 

１ 改正の理由 

介護保険法施行令の一部を改正する政令（令和６年政令第13号）等が令和６年

１月19日に公布されたことに伴い、南知多町第９期介護保険事業計画に基づき、

令和６年度から令和８年度までの３年間の第１号被保険者の保険料率等を定める

ため、現行条例の一部を改正する必要があるからである。 

２ 改正の主な内容 

 (1) 所得段階の細分化 

現行の12段階の所得段階を15段階に改める。    （第４条第１項関係） 

(2) 基準所得金額の一部改正 

町民税本人課税層の現行第９段階から第12段階までを区分する基準所得金額を

改め、新たに第13段階から第15段階までを区分する基準所得金額を加える。 

（第４条第１項関係） 

所得

段階
対 象 者（現 行） 対 象 者（改正案） 

第９

段階

本人が町民税課税で、前年の合計

所得金額が320万円以上400万円未

満の方 

本人が町民税課税で、前年の合計

所得金額が320万円以上420万円未

満の方 

第10

段階

本人が町民税課税で、前年の合計

所得金額が400万円以上600万円未

満の方 

本人が町民税課税で、前年の合計

所得金額が420万円以上520万円未

満の方 

第11

段階

本人が町民税課税で、前年の合計

所得金額が600万円以上800万円未

満の方 

本人が町民税課税で、前年の合計

所得金額が520万円以上620万円未

満の方 



- 2 - 

第12

段階

本人が町民税課税で、前年の合計

所得金額が800万円以上の方 

本人が町民税課税で、前年の合計

所得金額が620万円以上720万円未

満の方 

第13

段階

 本人が町民税課税で、前年の合計

所得金額が720万円以上820万円未

満の方 

第14

段階

 本人が町民税課税で、前年の合計

所得金額が820万円以上1,000万円

未満の方 

第15

段階

 本人が町民税課税で、前年の合計

所得金額が1,000万円以上の方 

 (3) 保険料率の改正                    （第４条関係） 

所得段階 

現  行 改 正 案 現行との 

比 較 調整率 保険料(年額） 調整率 保険料(年額）

第１段階 

0.3 

（0.5） 

18,000 円 

（30,000 円） 

0.285 

（0.455） 

17,700 円 

（28,300 円） 

△ 300 円 

（△1,700 円） 

第２段階 

0.5 

(0.75) 

30,000 円 

(45,000 円) 

0.485 

（0.685） 

30,200 円 

（42,700 円） 

 200 円 

（△2,300 円） 

第３段階 

0.7 

(0.75) 

42,000 円 

(45,000 円) 

0.685 

（0.69） 

42,700 円 

（43,000 円） 

 700 円 

（△2,000 円） 

第４段階 0.9 54,000 円 0.9 56,100 円 2,100 円 

第５段階 1.0 60,000 円 1.0 62,400 円 2,400 円 

第６段階 1.2 72,000 円 1.2 74,800 円 2,800 円 

第７段階 1.3 78,000 円 1.3 81,100 円 3,100 円 

第８段階 1.5 90,000 円 1.5 93,600 円 3,600 円 



- 3 - 

第９段階 1.7 102,000 円 1.7 106,000 円 4,000 円 

第 10 段階 1.8 108,000 円 1.8 112,300 円 4,300 円 

第 11 段階 1.9 114,000 円 1.9 118,500 円 4,500 円 

第 12 段階 2.0 120,000 円 2.0 124,800 円 4,800 円 

第 13 段階   2.1 131,000 円 新 設 

第 14 段階   2.3 143,500 円 新 設 

第 15 段階   2.4 149,700 円 新 設 

   ※（ ）は低所得者に対する公費による保険料軽減実施前の数値 

３ 施行期日等 

(1) 施行期日 

令和６年４月１日 

 (2) 経過措置 

  改正後の南知多町介護保険条例第４条の規定は、令和６年度分の保険料から

適用し、令和５年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 
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南知多町介護保険条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（保険料率） （保険料率） 

第４条 令和６年度から令和８年度までの各年度における保険料率は、次の各号に

掲げる第１号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。 

第４条 令和３年度から令和５年度までの各年度における保険料率は、次の各号に

掲げる第１号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。 

(１) 介護保険法施行令（平成10年政令第412号。以下「令」という。）第39条

第１項第１号に掲げる者 28,300円 

(１) 介護保険法施行令（平成10年政令第412号。以下「令」という。）第39条

第１項第１号に掲げる者 30,000円 

(２) 令第39条第１項第２号に掲げる者 42,700円 (２) 令第39条第１項第２号に掲げる者 45,000円 

(３) 令第39条第１項第３号に掲げる者 43,000円 (３) 令第39条第１項第３号に掲げる者 45,000円 

(４) 令第39条第１項第４号に掲げる者 56,100円 (４) 令第39条第１項第４号に掲げる者 54,000円 

(５) 令第39条第１項第５号に掲げる者 62,400円 (５) 令第39条第１項第５号に掲げる者 60,000円 

(６) 次のいずれかに該当する者 74,800円 (６) 次のいずれかに該当する者 72,000円 

ア （略） ア （略） 

イ 生活保護法（昭和25年法律第144号）第６条第２項に規定する要保護者

（以下「要保護者」という。）であって、その者が課される保険料の額につ

いてこの号の区分による額を適用されたならば同法第２条に規定する保護

（以下「保護」という。）を必要としない状態となるもの（令第39条第１項

第１号イ（同号イ(１)に係る部分を除く。）、次号イ、第８号イ、第９号

イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ又は第14号イに該当する者を

除く。） 

イ 生活保護法（昭和25年法律第144号）第６条第２項に規定する要保護者

（以下「要保護者」という。）であって、その者が課される保険料の額につ

いてこの号の区分による額を適用されたならば同法第２条に規定する保護

（以下「保護」という。）を必要としない状態となるもの（令第39条第１項

第１号イ（同号イ(１)に係る部分を除く。）、次号イ、第８号イ、第９号

イ、第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。） 

(７) 次のいずれかに該当する者 81,100円 (７) 次のいずれかに該当する者 78,000円 

ア （略） ア （略） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第39条第

１項第１号イ（同号イ(１)に係る部分を除く。）、次号イ、第９号イ、第10

号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第39条第

１項第１号イ（同号イ(１)に係る部分を除く。）、次号イ、第９号イ、第10

号イ又は第11号イに該当する者を除く。） 

(８) 次のいずれかに該当する者 93,600円 (８) 次のいずれかに該当する者 90,000円 

ア （略） ア （略） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第39条第

１項第１号イ（同号イ(１)に係る部分を除く。）、次号イ、第10号イ、第11

イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第39条第

１項第１号イ（同号イ(１)に係る部分を除く。）、次号イ、第10号イ又は第
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新 旧 

号イ、第12号イ、第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。） 11号イに該当する者を除く。） 

(９) 次のいずれかに該当する者 106,000円 (９) 次のいずれかに該当する者 102,000円 

ア 合計所得金額が420万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも

該当しないもの 

ア 合計所得金額が400万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも

該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第39条第

１項第１号イ（同号イ(１)に係る部分を除く。）、次号イ、第11号イ、第12

号イ、第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。に該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第39条第

１項第１号イ（同号イ(１)に係る部分を除く。）、次号イ又は第11号イに該

当する者を除く。に該当する者を除く。） 

(10) 次のいずれかに該当する者 112,300円 (10) 次のいずれかに該当する者 108,000円 

ア 合計所得金額が520万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも

該当しないもの 

ア 合計所得金額が600万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも

該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第39条第

１項第１号イ（同号イ(１)に係る部分を除く。）、次号イ、第12号イ、第13

号イ又は第14号イに該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第39条第

１項第１号イ（同号イ(１)に係る部分を除く。）又は次号イに該当する者を

除く。） 

(11) 次のいずれかに該当する者 118,500円 (11) 次のいずれかに該当する者 114,000円 

ア 合計所得金額が620万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも

該当しないもの 

ア 合計所得金額が800万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも

該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第39条第

１項第１号イ（同号イ(１)に係る部分を除く。）、次号イ、第13号イ又は第

14号イに該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第39条第

１項第１号イ（同号イ(１)に係る部分を除く。）に該当する者を除く。） 

(12) 次のいずれかに該当する者 124,800円 (12) 前各号のいずれにも該当しない者 120,000円 

ア 合計所得金額が720万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも

該当しないもの 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿_

イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第39条第

１項第１号イ（同号イ(１)に係る部分を除く。）、次号イ又は第14号イに該

当する者を除く。） 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(13) 次のいずれかに該当する者 131,000円 ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_



( 3/3 )

新 旧 

ア 合計所得金額が820万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも

該当しないもの 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿_

イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第39条第

１項第１号イ（同号イ(１)に係る部分を除く。）又は次号イに該当する者を

除く。） 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿

(14) 次のいずれかに該当する者 143,500円 ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_

ア 合計所得金額が1,000万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれに

も該当しないもの 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿_

イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第39条第

１項第１号イ（同号イ(１)に係る部分を除く。）に該当する者を除く。） 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(15) 前各号のいずれにも該当しない者 149,700円 ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和６

年度から令和８年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわら

ず、17,700円とする。 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和３

年度から令和５年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわら

ず、18,000円とする。 

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額

賦課に係る令和６年度から令和８年度までの各年度における保険料率について準

用する。この場合において、前項中17,700円とあるのは、30,200円と読み替える

ものとする。 

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額

賦課に係る令和３年度から令和５年度までの各年度における保険料率について準

用する。この場合において、前項中18,000円とあるのは、30,000円と読み替える

ものとする。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減

額賦課に係る令和６年度から令和８年度までの各年度における保険料率について

準用する。この場合において、第２項中17,700円とあるのは、42,700円と読み替

えるものとする。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減

額賦課に係る令和３年度から令和５年度までの各年度における保険料率について

準用する。この場合において、第２項中18,000円とあるのは、42,000円と読み替

えるものとする。 



議案第２５号 

令和５年度南知多町一般会計補正予算（第９号） 

令和５年度南知多町一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７９３，６２４千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８，８７９，４２２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の追加及び変更は、「第３表 地方債補正」による。 

令和 ６年 ３月 ５日提出          

南知多町長 石 黒 和 彦    
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第２表 繰越明許費補正 
（追加） 

款 項 事 業 名 金  額 

２ 総務費 
３ 戸籍住民基本 

台帳費 

戸籍情報システム等改

修業務委託事業 
１３，７５０千円 

３ 民生費 １ 社会福祉費 

物価高騰対応重点支援

給付金（均等割のみ課

税世帯）給付事業 

６２，８６３千円 

３ 民生費 １ 社会福祉費 

物価高騰対応重点支援

給付金（こども加算）給

付事業

１６，３７０千円 

４ 衛生費 １ 保健衛生費 
新型コロナワクチン接

種事業 
１，２３７千円

６ 農林水産業費 １ 農業費 経営体育成支援事業 ３８，８４８千円

７ 商工費 １ 商工費 観光施設整備事業 １１，０００千円

７ 商工費 １ 商工費 
師崎港観光センター周

辺整備運営事業 
２８，３８０千円

８ 土木費 
２ 道路橋りょう

費 

道路橋りょう維持補修

事業 
７，７７１千円

-5-



第３表 地方債補正

（追加） 

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 

河川施設災害復旧
事業 
（単独） 

千円

800 普通貸借

又は

証券発行

年利 4.0％以内 

（ただし、利率見直

し方式で借り入れ

る資金について、利

率の見直しを行っ

た後においては、当

該利率見直し後の

利率） 

政府資金につい

てはその融資条件

により、銀行その他

の場合にはその債

権者と協定するも

のとする。 

 ただし、町財政の

都合により据置期

間及び償還期限を

短縮し、若しくは繰

上償還、又は低利に

借り換えすること

ができる。 

師崎港観光センタ
ー周辺整備事業 

6,900

計 7,700

（変更） 

起 債 の

目 的

補 正 前 補 正 後 

限 度 額
起債の 

方 法 
利 率

償 還 の 

方 法 
限 度 額 

起債の 

方 法 
利 率 

償還の 

方 法 

農 業 用
施設整備
事 業

千円

11,600 普通貸借

又は

証券発行

年利 4.0％

以内 

（ただし、

利 率 見 直

し 方 式 で

借 り 入 れ

る 資 金 に

ついて、利

率 の 見 直

し を 行 っ

た 後 に お

いては、当

該 利 率 見

直 し 後 の

利率） 

政府資金に

ついてはその

融資条件によ

り、銀行その

他の場合には

その債権者と

協定するもの

とする。 

 ただし、町

財政の都合に

より据置期間

及び償還期限

を短縮し、若

しくは繰上償

還、又は低利

に借り換えす

ることができ

る。 

千円 

15,800 ( 変 更

なし) 

(変更

なし) 

( 変 更

なし) 

離島道路
整備事業

4,000 7,700 

臨時財政
対 策 債

48,714 0 

計 64,314  23,500 

-6-

令和５年度南知多町一般会計

補正予算（第９号）に関する説明書
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-24- -25-



-26- -27-



-28- -29-



一般会計
１　一般職

（１）総　括

報　酬 給　料 職員手当 計

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補正後 188 (160) 166,122 653,557 515,555 1,335,234 227,840 1,563,074

補正前 188 (162) 172,826 653,557 515,049 1,341,432 227,840 1,569,272

比　較 0 (△ 2) △ 6,704 0 506 △ 6,198 0 △ 6,198

特殊勤務

手当　　
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

25,171 13,397 9,313 19,025 100

25,171 13,397 9,313 19,025 100

職員手当
0 0 0 0 0

時間外勤務 休日勤務

手当　　　 手当　　
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

59,612 691 1,242 170,758 115,618

の 内 訳
59,106 691 1,242 170,758 115,618

506 0 0 0 0

退職手当組合 管理職員特別

負担金　　　 勤務手当　　

(千円) (千円)

98,408 2,220

98,408 2,220

0 0

補正前

比　較

区　分

補正後

補正前

比　較

区　分

区　分
共済費

給   与   費

合　計

補正後

         補正予算給与費明細書　　　　　　

宿日直手当 期末手当 勤勉手当

補正後

補正前

比　較

区　分
管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当

職員数

(人)

備考　(   )内は短時間勤務職員数について外書き

備　考

-30-

　ア　会計年度任用職員以外の職員

報　酬 給　料 職員手当 計

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補正後 188 (8) 653,557 483,775 1,137,332 204,337 1,341,669

補正前 188 (8) 653,557 483,269 1,136,826 204,337 1,341,163

比　較 0 (0) 0 506 506 0 506

特殊勤務

手当　　
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

25,171 13,397 9,313 19,025 100

25,171 13,397 9,313 19,025 100

職員手当
0 0 0 0 0

時間外勤務 休日勤務

手当　　　 手当　　
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

59,612 691 1,242 138,978 115,618

の 内 訳
59,106 691 1,242 138,978 115,618

506 0 0 0 0

退職手当組合 管理職員特別

負担金　　　 勤務手当　　

(千円) (千円)

98,408 2,220

98,408 2,220

0 0

補正前

比　較

勤勉手当

補正後

補正前

比　較

区　分

補正後

期末手当

補正後

補正前

比　較

区　分
宿日直手当

備考　(   )内は再任用短時間勤務職員数について外書き

区　分
管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当

備　考

(人)

区　分
職員数

給   与   費

共済費 合　計

-31-



　イ　会計年度任用職員

報　酬 給　料 職員手当 計

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補正後 0 (152) 166,122 31,780 197,902 23,503 221,405

補正前 0 (154) 172,826 31,780 204,606 23,503 228,109

比　較 0 (△ 2) △ 6,704 0 △ 6,704 0 △ 6,704

特殊勤務

手当　　
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

職員手当

時間外勤務 休日勤務

手当　　　 手当　　
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

31,780

の 内 訳
31,780

0

退職手当組合 管理職員特別

負担金　　　 勤務手当　　

(千円) (千円)

補正前

比　較

勤勉手当

補正後

補正前

比　較

区　分

補正後

期末手当

補正後

補正前

比　較

区　分
宿日直手当

備考　(   )内は短時間勤務職員数について外書き

区　分
管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当

備　考

(人)

区　分
職員数

給   与   費

共済費 合　計

-32-

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

増減額

（千円）

その他の増減分 506 時間外勤務手当 506千円

備　　考説　　明区　分
増減事由別内訳

（千円）

職　員
手　当

給与改定に伴う
増減分

00給　料

506 制度改正に伴う
増減分

0

0その他の増減分
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（単位：千円）

令和３年度末 令和４年度末

現 在 高 現 在 高 元 金 償 還

補正前の額 補 正 額 補正後の額 見 込 額 補正前の額 補 正 額 補正後の額

1 普　通　債 3,744,890 3,577,286 115,400 14,800 130,200 371,366 3,321,320 14,800 3,336,120

（１）総　　務 173,555 158,294 1,200 1,200 15,889 143,605 143,605

（２）民　　生 136,700 141,300 17,086 124,214 124,214

（３）衛　　生 2,600 2,600 2,600 2,600

（４）農林水産 587,538 581,524 61,800 4,200 66,000 78,361 564,963 4,200 569,163

（５）商　　工 73,900 76,870 6,900 6,900 5,556 71,314 6,900 78,214

（６）土　　木 176,451 184,081 35,800 3,700 39,500 25,273 194,608 3,700 198,308

（７）消　　防 626,417 579,528 10,600 10,600 62,417 527,711 527,711

（８）教　　育 1,967,729 1,853,089 6,000 6,000 166,784 1,692,305 1,692,305

2 災 害 復 旧 債 49,936 58,665 25,800 800 26,600 6,314 78,151 800 78,951

（１）農林水産 2,254 1,725 400 400 312 1,813 1,813

（２）土　　木 47,599 56,940 25,400 800 26,200 6,002 76,338 800 77,138

（３）教　　育 83

3 3,659,482 3,319,236 48,714 △ 48,714 346,462 3,021,488 △ 48,714 2,972,774

町民税減税
補てん債
臨時財政
対 策 債

7,454,308 6,955,187 189,914 △ 33,114 156,800 724,142 6,420,959 △ 33,114 6,387,845

地方債の令和３年度末及び令和４年度末における現在高

並びに令和５年度末における現在高の見込みに関する調書

区　　　分

令和５年度中増減見込
令和５年度末現在高見込額

令和５年度中起債見込額

そ　の　他

（１） 22,967 14,825 8,554

（２） 3,636,515 3,304,411 48,714 △ 48,714

合　　　計

6,271 8,554

340,191 3,012,934 △ 48,714 2,964,220

-
3
4
-



議案第２６号 

令和５年度南知多町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

令和５年度南知多町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１００，４７９千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，８１０，０５５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

令和 ６年 ３月 ５日提出          

南知多町長 石 黒 和 彦    

-1-



-2- -3-



-4-

令和５年度南知多町国民健康保険特別会計

補正予算（第２号）に関する説明書

-5-



-6- -7-



-8- -9-



-10- -11-



-12- -13-



議案第２７号 

令和５年度南知多町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

令和５年度南知多町介護保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，４５９千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ２，０７９，３３５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                令和 ６年 ３月 ５日提出 

南知多町長 石 黒 和 彦    

-1-



-2-

令和５年度南知多町介護保険特別会計 

補正予算（第３号）に関する説明書 

-3-



-4- -5-



-6- -7-



-8- -9-



議案第２８号 

令和５年度南知多町師崎港駐車場事業特別会計補正予算（第２号） 

令和５年度南知多町師崎港駐車場事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５５３，９４８千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６５８，５９７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

令和 ６年 ３月 ５日提出          

南知多町長 石 黒 和 彦    

-1-



-2-

令和５年度南知多町師崎港駐車場事業特別会計 

補正予算（第２号）に関する説明書 

-3-



-4- -5-



-6- -7-



-8- -9-



議案第２９号 

令和５年度南知多町水道事業会計補正予算（第３号） 

（総 則） 

第１条 令和５年度南知多町水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

（収益的収入及び支出） 

第２条 予算第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 

支   出 

（科 目） （既決予定額）  （補正予定額）  （ 計 ） 

第１款 水道事業費用 692,127 千円   △4,162 千円    687,965 千円 

 第２項 営業外費用  30,367 千円   △4,162 千円    26,205 千円 

（資本的収入及び支出） 

第３条 予算第４条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

「218,593 千円」を「264,384 千円」に改め、「当年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額 8,606 千円、過年度分損益勘定留保資金 33,137 千円、当年度分損益勘

定留保資金 146,850 千円及び建設改良積立金 30,000 千円」を「当年度分消費税及び

地方消費税資本的収支調整額12,768千円、過年度分損益勘定留保資金33,137千円、

当年度分損益勘定留保資金 153,680 千円及び建設改良積立金 64,799 千円」に改め、

資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

      収   入 

      （科 目） （既決予定額）  （補正予定額）  （ 計 ） 

  第 1 款 資本的収入   45,966 千円   12,994 千円    58,960 千円 

   第 4 項 補助金    33,448 千円   12,994 千円   46,442 千円 

   支   出 

（科 目） （既決予定額）  （補正予定額）  （ 計 ） 

第 1 款 資本的支出  264,559 千円    58,785 千円   323,344 千円 

第１項 建設改良費  147,501 千円     58,785 千円   206,286 千円 

第４条 予算第７条の次に次の１条を加える。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと

定める。 

 （１）営業費用、営業外費用及び特別損失の間の流用 

1



                 令和 ６年 ３月 ５日提出 

南知多町長 石 黒 和 彦 

2



3

令和５年度南知多町水道事業会計

補正予算（第３号）に関する説明書

4



収益的収入及び支出

支　出
(単位：千円）

款 項 既決予定額 補正予定額 計 備考

1 水道事業費用 692,127 △ 4,162 687,965

２ 営業外費用 30,367 △ 4,162 26,205

2
消費税及び
地方消費税

12,097 △ 4,162 7,935

資本的収入及び支出

収　入
(単位：千円）

款 項 既決予定額 補正予定額 計 備考

1 資本的収入 45,966 12,994 58,960

４ 補助金 33,448 12,994 46,442

2 県補助金 19,148 12,994 32,142

支　出
(単位：千円）

款 項 既決予定額 補正予定額 計 備考

1 資本的支出 264,559 58,785 323,344

１ 建設改良費 147,501 58,785 206,286

1
配水設備新
設改良費

147,190 58,785 205,975

令和５年度南知多町水道事業会計補正予算実施計画

目

目

目

5

（単位：千円）

1　業務活動によるキャッシュ・フロー
　　　当年度純利益 10,543

　　　減価償却費 232,864

　　　貸倒引当金の増減額（△は減少） 225

　　　賞与等引当金の増減額（△は減少） 50

　　　長期前受金戻入額 △ 81,664

　　　資本費繰入収益 △ 62,101

　　　受取利息及び受取配当金 △ 40

　　　支払利息 18,270

　　　固定資産除却費 2,479

　　　未収金の増減額（△は増加） △ 668

　　　未払金の増減額（△は減少） △ 3,747

　　　破産更生債権等の増減額（△は増加） △ 103

　　　たな卸資産の増減額（△は増加） 50

　　　　　小計 116,158

　　　利息及び配当金の受取額 40

　　　利息の支払額 △ 18,270

　　業務活動によるキャッシュ・フロー 97,928

2　投資活動によるキャッシュ・フロー
　　　有形固定資産の取得による支出 △ 136,114

　　　有形固定資産の売却による収入 2

　　　国庫補助金等による収入 17,408

　　　一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 75,765

　　　工事負担金の受入による収入 11,436

　　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 31,503

3　財務活動によるキャッシュ・フロー
　　　建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 117,058

　　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 117,058

　 資金増加額(又は減少額) △ 50,633

 　資金期首残高 679,836

 　資金期末残高 629,203

令和５年度　南知多町水道事業予定キャッシュ･フロー計算書

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）
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１

88,890

201,839

△ 132,014 69,825

9,883,089

△ 5,106,464 4,776,625

1,539,512

△ 1,299,173 240,339

35,712

△ 15,412 20,300

4,529

△ 3,964 565

24,691

△ 22,012 2,679

24,034

5,223,257

15,429

△ 15,429 0

0

5,223,257

２

595,336

133,788

△ 925 132,863

3,093

0

731,292

5,954,549

　　 貸倒引当金

(3)　貯　蔵　品

  　   流動資産合計

  　   資  産  合  計

(4)　その他流動資産

(2)　未　収　金

　 ト　工具器具及び備品

　　　 減価償却累計額

　 チ　建設仮勘定

　　　 有形固定資産合計

(2)  投資その他の資産

　 イ　破産更生債権等

　　　 貸倒引当金

投資その他の資産合計

       固定資産合計

　流動資産

(1)　現金預金

　　　 減価償却累計額

(1)　有形固定資産

　 イ　土　　地

　 ロ　建　　物

　　　 減価償却累計額

　 ハ　構 築 物

　　　 減価償却累計額

　 ニ　機械及び装置

　　　 減価償却累計額

　 ホ　量 水 器

　　　 減価償却累計額

　 ヘ　車両及び運搬具

　固定資産

令和５年度南知多町水道事業予定貸借対照表

（令和６年３月３１日）

（単位：千円）

資　産　の　部

7

３  固定負債

1,185,009

1,185,009

1,185,009

４

114,220

114,220

26,148

3,910

3,910

0

144,278

５

136,619

△ 102,462 34,157

1,839,205

△ 1,240,292 598,913

707,933

△ 359,940 347,993

857,461

△ 487,184 370,277

644,718

△ 265,403 379,315

　 イ　工事負担金 2,800

1,733,455

3,062,742

       繰延収益合計

       負　債　合　計

(2)　建設仮勘定長期前受金

(1)　長期前受金

　 イ　受贈財産評価額

　　　 収益化累計額

　 ロ　工事負担金

　　　 収益化累計額

　 ハ　国庫補助金

　　　 収益化累計額

　 ニ　県補助金

　　　 収益化累計額

　 ホ　町補助金

　　　 収益化累計額

　繰延収益

       固 定 負 債 合 計

　流動負債

(1)　企　業　債

　 イ　建設改良費等の財源に

　　　 充てるための企業債

       企 業 債 合 計

(2)　未　払　金

(3)　引　当　金

　 イ　賞与等引当金

       引 当 金 合 計

       流動負債合計

(4)　その他流動資産

       企 業 債 合 計

負　債　の　部

(1)　企　業　債

　 イ　建設改良費等の財源に

　　　 充てるための企業債

8



６ 2,390,122

７

6,362

6,362

16,637

291,646

187,040

495,323

501,685

2,891,807

5,954,549

　 ハ　当年度未処分利益剰余金

       利益剰余金合計

       剰 余 金 合 計

       資  本  合　計

       負債資本合計

　 ロ　建設改良積立金

資　本　の　部

　資　本　金

　剰　余　金

(1)　資本剰余金

　 イ　受贈財産評価額

       資本剰余金合計

(2)　利益剰余金

　 イ　減債積立金

9

注記 

 １ 重要な会計方針 

  (1) 固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

・減価償却の方法   定額法 

・主な耐用年数 

建物       １２～５０年 

      構築物      １０～８０年 

      機械及び装置    ６～２０年 

      車両及び運搬具   ２～ ７年 

工具器具及び備品  ２～２０年 

  (2) 重要なリース取引の処理方法 

    所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理によっている。 

  (3) 引当金の計上方法 

   ア 退職給付引当金 

     職員の退職手当は、退職手当負担に関する覚書に基づき、毎事業

年度支払う一定の負担金（一般負担金）を除き一般会計がその全額

を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していな

い。 

   イ 賞与等引当金 

     職員の期末手当・勤勉手当の支給及び当該支給に係る法定福利費

の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、

当事業年度の負担に属する額を計上している。 

   ウ 貸倒引当金 

     債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不

能見込額を計上している。 

  (4) 消費税等の会計処理 

    消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。 

 ２ 予定貸借対照表等関連 

    企業債の償還に係る他会計の負担 

    予定貸借対照表に計上されている企業債（１年内に償還予定のもの

も含む）のうち、「南知多町水道事業の離島の水道事業に関する経費

負担等の確認書」に基づき、他会計が負担すると見込まれる額は、

731,088 千円である。 

 ３ セグメント情報の開示 

   水道事業単一のセグメントのため、記載を省略している。 

10



 ４ リース契約により使用する固定資産 

    所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額 

    １年内     30 千円 

    １年超       0 千円 

         計      30 千円 

 ５ 引当金の取崩し 

  (1) 賞与等引当金の取崩し 

    当年度において、職員の期末手当・勤勉手当の支給及び当該支給に

係る法定福利費を支給することとなったため、賞与等引当金 4,342 千

円を取り崩した。 

  (2) 貸倒引当金の取崩し 

    不納欠損 471 千円に充てるため、貸倒引当金 471 千円を取り崩した。 

11

令 和 ５ 年 度

 南知多町水道事業会計補正予算明細書（第３号） 
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　　　　支　　出

１ 水道事業費用 692,127 △ 4,162 687,965

２ 営業外費用 30,367 △ 4,162 26,205

２ 消費税及び 12,097 △ 4,162 7,935

　 地方消費税

   項    目

　令和５年度水道事業会計補正予算事項別明細書

　　収益的収入及び支出

既決予定額 補正予定額 計款

13

(単位：千円）

区　　　分 金　　　額

２６　消費税及び △ 4,162 消費税及び地方消費税 △ 4,162

　　　地方消費税

説　　　　　明
節

14



　　　　収　　入

１ 資本的収入 45,966 12,994 58,960

４ 補助金 33,448 12,994 46,442

４ 県補助金 19,148 12,994 32,142

　　　　支　　出

１ 資本的支出 264,559 58,785 323,344

１ 建設改良費 147,501 58,785 206,286

１ 配水設備新 147,190 58,785 205,975

　 設改良費

既決予定額 補正予定額

    款    項 目 既決予定額 計補正予定額

　　資本的収入及び支出

    款    項 目 計

15

(単位：千円）

区　　　分 金　　　額

１ 県補助金 12,994 生活基盤施設耐震化等補助金 12,994

(単位：千円）

区　　　分 金　　　額

25 工事請負費 58,785 老朽管耐震化工事（補助） 58,785

説　　　　　明

説　　　　　明
節

節
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議案第３５号 

令和６年度南知多町漁業集落排水事業会計予算 

(総則) 

第１条 令和６年度南知多町漁業集落排水事業会計の予算は、次に定めるところ

による。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 (１) 接 続 戸 数        ７５８戸 

 (２) 年 間 汚 水 量    ２１３，５７２ 

 (３) 一日平均処理水量        ５８５ 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。なお、営業費用

中総係費１８，０９５千円に充てるため、企業債１，４００千円を借り入れる。 

          収   入 

 第１款 漁業集落排水事業収益  １４１，８５９千円 

  第１項 営 業 収 益       ２９，３１９千円 

  第２項 営業外収益      １１２，５４０千円 

          支   出 

 第１款 漁業集落排水事業費用  １４１，８９６千円 

  第１項 営 業 費 用      １３６，８４８千円 

  第２項 営業外費用        ３，９４８千円 

  第３項 特 別 損 失          １００千円 

  第４項 予 備 費        １，０００千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が

資本的支出額に対し不足する額１７，８６２千円は、当年度分消費税及び地方

消費税資本的収支調整額１０５千円、過年度分損益勘定留保資金１７，７５７

千円で補填するものとする。）。 

          収   入 

第１款 資本的収入        ４４，２８１千円 

 第１項 分 担 金         ２０９千円 

 第２項 企 業 債      ２０，５００千円 

 第３項 補 助 金      １２，７４４千円 

第４項 他会計出資金      １０，８２８千円 

         支   出 

第１款 資本的支出        ６２，１４３千円 

 第１項 建 設 改 良 費      ３３，４５３千円 

 第２項 企業債償還金      ２８，６９０千円 
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（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおり

と定める。 

事  項 期  間 限 度 額 

日間賀島浄化センター

運転管理業務委託事業 

令和６年度～令和８年度 日間賀島浄化センター運

転管理業務委託事業に要

する経費相当額 

マンホールポンプ施設

点検業務委託事業 

令和６年度～令和８年度 マンホールポンプ施設点

検業務委託事業に要する

経費相当額 

（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおり 

 と定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利  率 償還の方法 

処理場等設備

改良工事・管

路新設工事

千円 

20,500 普通貸借

又 は

証券発行 

年利 4.0％以

内（ただし、利

率 見 直 し方 式

で借り入れ る

資金について、

利率の見直 し

を行った後 に

おいては、当該

利率見直し 後

の利率） 

政府資金については

その融資条件により、銀

行その他の場合にはそ

の債権者と協定するも

のとする。ただし、企業

財政の都合により据置

期間及び償還期限を短

縮し、若しくは繰上償

還、又は低利に借り換え

することができる。 

漁業集落排水

事業アドバイ

ザリ業務委託
1,400 

計 21,900 

(予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとお

りと定める。 

（１）第７条に定める経費を除き、予定支出の各項の経費及び各項の間の経費。 

  (議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額

に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議

決を経なければならない。 

(１) 職 員 給 与 費   １２，８３９千円 

（他会計からの補助金） 
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第９条 漁業集落排水事業の運営及び助成のため、一般会計からこの会計へ補助

を受ける金額は、５１，２５９千円である。 

令和 ６年 ３月 ５日提出 

               南 知 多 町 長 石 黒 和 彦 
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令和６年第２回南知多町議会定例会

請 願 一 覧 表

令 和 ６ 年 ３ 月

受付番号
件 名 ・ 請 願 者 等

紹 介

議 員

付 託

委 員 会受付月日

１ 「「マイナ保険証」の不安が除かれるまで、紙の健

康保険証の存続を求める意見書」の採択を求める請

願

＊＊＊＊＊＊＊＊＊

内田 保 文教厚生

２．１９
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令 和 ６ 年 第 ２ 回 南 知 多 町 議 会 定 例 会 

請 願 文 書 表 

受理日 令和６年２月１９日 
紹 介 議 員 内 田  保 

受理番号  請 願  第 １ 号 

請 願 者 の 

住所・氏名 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

件  名 
「「マイナ保険証」の不安が除かれるまで、紙の健康保険証の存続を

求める意見書」の採択を求める請願 

付託委員会 文教厚生委員会 

（請願理由） 

 政府は 2023 年 12 月 22 日、現行の健康保険証を 2024 年 12 月 2 日で廃止ることを閣

議決定しました。2024 年 12 月 2 日以降は新規発行を停止し、「マイナ保険証」に一本

化するとしています。医療現場のトラブルは続いており、問題は解決していません。

政府は昨年 11 月末までの「総点検」をもって国民の不安払拭への「措置を取った」と

していますが、医療現場では「総点検」後もトラブルは続いています。 

 全国保険医団体連合会が行っている「10 月以降のマイナ保険証トラブル調査」の中

間集計（回答数 6032 件）では、10 月 1 日以降に「資格情報の無効」「名前・住所の間

違い」「負担割合の齟齬（そご）」など、マイナトラブルがあったと回答した医療機関

は、約 6 割に及んでいます。いったん医療機関の窓口で 10 割負担となったケースは

500 件を超えています。マイナ保険証では国民の医療への確実なアクセス保障にはな

り得ないことが改めて鮮明となりました。ここに国民のマイナ保険証に対する不安・

不信があり、政府の「総点検」ではこの不安・不信がまったく払拭できていません。

このような状況で、現行の健康保険証の廃止を強行することは、国民の支持が得られ

ないものです。 
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 国民は「マイナ保険証」は不安で、利用していません。その結果、国民の不安は払

拭されず、医療現場の「マイナ保険証」利用率は 5％を切る状況が続いています。 

 「不安払拭」というのであれば、国民が信頼を寄せ、長年安定的に運用されてきた

紙の健康保険証を存続させる決断こそが求められます。 

 つきましては、地方自治法第 99 条の規定により下記の事項を議会の意見書として採

択し、政府・国会（内閣総理大臣・衆参議長・厚生労働大臣・デジタル大臣）に提出

していただきますよう請願致します。 

                 記 

・「「マイナ保険証」の不安が除かれるまで、紙の健康保険証の存続を求める意見書」

の採択を求めます。 



令和６年第２回南知多町議会定例会 

陳 情 等 一 覧 表 

令 和 ６ 年 ３ 月 

受付

番号
受付月日 件 名 ・ 陳 情 者 等 送付委員会

１８ １１．２２

日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意

見書提出を求める陳情 

愛知県原水爆被災者の会（愛友会） 

理事長 金本 弘 

総務建設 

１９ １１．２８

年金制度における外国人への脱退一時金の是正を求める

意見書の採択を求める陳情 

小升慎也 

文教厚生 

２０ １２・１９

職員の人権も福祉の対象者の人権も守るために、国に対し

て介護報酬と障害福祉サービス等報酬の引き上げと職員

配置基準改善の意見書提出を求める陳情 

全国福祉保育労働組合東海地方本部 

執行委員長 塚本 洋平 

文教厚生 

２１ １２・１９

安全安心な保育を守り、職員が働き続けられる保育職場と

するために、最低基準としての保育士配置基準を引き上

げ、公定価格を抜本的に改善する意見書提出を求める陳情

全国福祉保育労働組合東海地方本部 

執行委員長 塚本 洋平 

文教厚生 


